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【
要
約
目
　
十
六
世
紀
の
前
半
に
、
ド
イ
ツ
の
帝
国
都
市
の
数
多
く
は
宗
教
改
革
を
導
入
し
た
が
、
そ
の
後
の
経
過
を
十
七
世
紀
中
葉
の
三
十
年
戦
争
終
結

に
至
る
時
期
ま
で
辿
る
な
ら
ば
、
そ
の
展
開
は
、
都
市
ご
と
に
多
様
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
市
は
、
宗
教
改
革
の
導
入
の
後
、
一
五
四
八
年
か
ら

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
併
存
体
制
の
整
備
に
向
か
い
、
　
一
六
四
八
年
に
、
そ
れ
を
最
終
的
に
確
立
し
た
。
本
稿
は
、
こ
の
期
間
に

お
け
る
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
市
内
外
の
諸
条
件
と
諸
事
件
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
市
に
二
信
仰
派
併
存
体
制
を
維
持
さ
せ
た
基
本
的
な
要
因
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
宗
教
改
革
晴
代
と
近
代
の
狭
間
に
位
置
す
る
十
六
世
紀
後
半
、
及
び
、
十
七
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
史
研
究
に
対
す
る
問
題
提
起

を
試
み
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
二
巻
二
号
　
一
九
八
九
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
帝
国
都
市
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
は
、
一
五
三
四
年
に
宗
教
改
革
を
導
入
し
た
が
、
四
八
年
に
、
『
仮
信
条
協
定
』
の
受
諾
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
そ
の
後
は
、
市
内
に
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
が
併
存
す
る
体
制
の
確
立
へ
と
向
か
っ
た
。
こ
の
体
制
は
、
紆
余
曲

折
を
経
な
が
ら
も
、
五
五
年
の
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
』
を
遵
守
す
る
形
で
維
持
さ
れ
て
、
三
十
年
戦
争
の
終
結
後
、
一
六
四
八
年

の
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
』
に
従
っ
て
、
よ
り
徹
底
さ
れ
た
制
度
と
し
て
確
定
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
十
六
世
紀
中
葉
か
ら
一
六
四
八

年
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
二
信
仰
派
併
存
体
制
の
実
情
、
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
史
の
な
か
に
占
め
る
当
市
の

位
置
を
検
討
す
る
。
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そ
の
際
の
基
本
的
な
問
題
設
定
と
研
究
意
義
は
、
苛
法
に
発
表
さ
れ
た
シ
リ
ン
グ
に
よ
る
「
帝
国
に
お
け
る
信
仰
告
白
体
制
化
」
と
題
さ
れ

　
　
①

た
論
考
に
、
簡
潔
に
、
そ
し
て
、
恐
ら
く
は
、
筆
者
の
本
来
の
意
図
よ
り
も
、
よ
り
大
局
的
な
視
角
に
基
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
と
の

関
連
に
お
い
て
、
シ
リ
ン
グ
の
論
点
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ω
従
来
、
十
六
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
史
は
、
宗
教
改
革
時
代
と
近

代
と
の
聞
に
歩
ま
れ
た
「
精
彩
の
な
い
幕
間
劇
の
よ
う
な
も
の
」
。
貯
①
諺
甑
σ
Q
ド
嚢
一
〇
ω
o
嵩
N
≦
尻
。
げ
①
口
9
蓉
と
い
っ
た
表
現
の
下
に
、
ほ
と
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ど
、
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
、
そ
の
よ
う
な
判
断
を
再
考
す
べ
き
時
期
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
。
②
こ
の
時
代
へ
の
研
究
関
心
は
、
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
あ
た
り
、
「
信
仰
告
白
体
制
化
」
丙
9
融
の
ω
δ
暴
蔚
一
節
§
σ
q
、
あ
る
い
は
、
「
第
二
次
宗
教
改
華
」
臼
Φ
蟄
奉
睡
富
涛
竃
自
讐
勲
禽
。
昌
と
い
う
概
念

を
用
い
て
、
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
全
西
欧
的
に
み
て
も
、
十
六
世
紀
の
後
半
は
、
信
仰
・
教
会
制
度
、
国
家
・
社
会
制
度
、
そ

し
て
、
人
々
の
日
常
的
な
生
活
と
心
性
ま
で
を
も
包
含
す
る
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
漏
来
の
枠
組
が
、
当
時
の
必
然
と
し
て
、
信
仰
告
白
ブ
ロ
ッ
ク

ご
と
に
、
信
仰
告
白
に
基
い
て
組
み
か
え
ら
れ
た
（
1
1
儒
仰
告
白
体
制
化
）
時
期
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
場
合
に
は
、
そ
の
信
仰
告
白
ブ
ロ
ッ
ク
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
派
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
（
即
ち
、
ル
タ
…
派
、
あ
る
い
は
プ
担
テ
ス
タ
ン
ト
派
）
、
そ
し
て
、
ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
三

様
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
社
会
の
再
編
成
は
、
各
信
仰
告
白
ご
と
に
、
独
自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
持
つ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
機
能

的
に
捉
え
る
場
合
に
は
、
領
邦
君
主
に
よ
る
教
会
支
配
、
民
衆
に
対
す
る
信
徒
か
つ
領
民
と
し
て
切
教
育
と
訓
練
、
社
会
福
祉
や
施
療
の
制
度

化
な
ど
、
近
代
国
家
成
立
の
基
本
的
な
要
件
を
整
備
す
る
方
向
性
に
立
っ
た
平
行
進
行
事
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
動
向
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
派
支
配
地
域
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
活
動
の
活
発
化
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
信
仰
を
導
入
、
制
度
化
す
る
支
配
地
域
の
増
大
、
そ
し
て
、
こ

れ
ら
に
対
抗
し
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
支
配
地
域
の
体
制
整
備
が
進
行
し
た
一
五
七
〇
年
代
以
降
の
数
十
年
間
（
一
第
二
次
家
教
改
革
）

に
著
し
い
。
③
信
仰
告
白
体
制
化
は
、
当
時
の
時
代
相
を
把
握
す
る
と
き
の
基
本
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
概
念
は
、

宗
教
改
革
時
代
と
い
う
前
近
代
初
期
と
三
十
年
戦
争
後
の
近
代
と
を
結
び
つ
け
る
、
よ
り
大
き
な
歴
史
的
視
座
を
も
有
し
て
い
る
。
旧
時
代
的

な
諸
条
件
の
下
で
遂
行
さ
れ
た
宗
教
改
革
に
よ
る
社
会
変
革
は
、
次
に
、
信
仰
告
白
体
制
化
と
い
う
過
渡
的
な
い
ま
ひ
と
つ
の
歴
史
的
過
程
を

辿
り
、
そ
し
て
、
信
仰
告
白
体
制
化
が
完
結
し
、
や
が
て
魯
裾
せ
て
い
く
な
か
で
、
政
治
と
儒
仰
告
白
の
分
離
を
自
明
の
こ
と
と
す
る
近
代
社
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会
が
成
立
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
、
そ
の
視
座
で
あ
る
。
シ
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
こ
の
時
代
を
次
の
四
時
期
に
区
分
す

る
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
宗
教
改
革
が
一
段
落
を
み
て
、
信
仰
告
白
体
硫
化
の
準
備
局
面
を
な
す
一
五
四
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
ま
で
。

次
に
、
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
の
進
出
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
三
信
仰
派
鼎
立
の
様
相
が
生
じ
た
一
五
七
〇
年
代
。
し
か
し
、
こ
の

時
期
ま
で
は
、
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
』
が
、
基
本
的
に
は
機
能
し
て
お
り
、
対
立
は
さ
ほ
ど
表
面
化
し
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
『
宗

教
平
和
』
が
形
骸
化
し
て
、
三
信
仰
派
鼎
立
の
形
の
信
仰
告
白
体
制
化
が
進
展
し
た
一
五
八
○
年
代
か
ら
一
六
二
〇
年
代
ま
で
。
そ
し
て
、
三

十
年
戦
争
と
そ
の
帰
結
で
あ
る
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
』
を
経
て
、
信
仰
告
白
体
制
化
が
完
結
し
、
そ
の
な
か
か
ら
、
そ
れ
へ
の
対

抗
現
象
と
し
て
、
宗
教
平
和
論
H
お
巳
犀
を
は
じ
め
と
す
る
信
仰
告
白
に
圃
拙
し
な
い
心
性
が
発
展
し
て
い
く
＝
ハ
三
〇
年
代
か
ら
遠
く
十
八

世
紀
に
ま
で
至
る
時
期
で
あ
る
。

　
以
上
の
時
期
を
通
じ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
プ
ρ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
併
存
体
欄
を
維
持
し
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
は
、
シ
リ
ン
グ
の
視
座

に
立
て
ば
、
些
か
変
則
的
な
対
象
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
視
座
の
な
か
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
事
情
は
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
か
、
そ
し
て
、
反
対
に
、
後
者
は
、
前
者
の
妥
当
性
に
対
し
て
問
題
提
起
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
が
、
本
稿
の
基
本
的
な
課
題

と
な
る
。

①
昼
。
陰
。
堅
ぎ
σ
q
、
営
・
ズ
ひ
H
四
一
婁
§
巨
芭
①
…
回
α
q
一
旨
寄
一
。
ド
菊
。
一
一
α
Q
鋳
。
「

　
門
≡
α
α
Q
㊦
ω
象
『
0
7
錬
け
凱
0
7
韓
≦
β
。
頃
日
⑦
｝
ヨ
U
①
葺
ω
o
鉱
㊤
禍
乱
N
毛
一
ω
o
げ
。
コ
ま
ま
霞
。
α

　
一
①
b
o
P
ミ
無
ミ
焼
讐
ぎ
N
ミ
騎
◎
き
．
ミ
b
。
幽
ρ
一
り
Q
。
Q
Q
。

②
　
こ
の
時
代
の
デ
イ
ッ
史
に
対
す
る
評
言
と
し
て
、
他
に
、
「
長
い
退
屈
な
十
六

　
量
紀
」
二
器
一
字
σ
q
Φ
一
9
冒
ヨ
，
｝
三
管
α
Φ
二
、
「
味
気
の
な
い
時
代
」
Φ
ぎ
④
貯
α
。

　
℃
〇
二
〇
α
。
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
近
年
、
朱
だ
全
体
的
な
方
向

　
付
け
を
欠
く
と
は
い
え
、
こ
の
時
代
を
対
象
と
し
た
エ
、
ノ
グ
ラ
フ
が
増
大
し
つ
つ

　
あ
る
。
国
σ
o
琶
ρ
G
。
．
。
。
h

　
　
一
方
、
わ
が
国
に
お
け
る
事
情
…
に
つ
い
て
い
え
ば
、
R
・
シ
ュ
ト
ゥ
ペ
リ
ヒ
、

森
田
安
…
訳
『
ド
イ
ツ
宗
教
改
箪
史
研
究
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
入
四
の
訳
者
に

よ
る
詳
解
な
研
究
案
内
、
西
川
正
雄
編
『
ド
イ
ツ
史
研
究
入
門
騙
東
京
大
学
繊
版

会
、
一
九
八
四
の
壷
該
箇
所
な
ど
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
暗
代
の
ド
イ
ツ

史
研
究
の
方
向
付
け
は
お
ろ
か
、
研
究
そ
の
も
の
が
希
で
あ
る
。
但
し
、
中
村
賢

二
郎
『
宗
教
改
革
と
国
家
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
警
房
、
一
九
七
六
年
に
収
め
ら
れ
た
領

邦
教
会
制
の
確
立
に
関
す
る
認
論
文
は
、
シ
リ
ン
グ
と
合
致
す
る
判
断
を
含
ん
で

い
る
。
有
賀
弘
『
宗
教
改
革
と
ド
イ
ツ
政
治
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六

六
は
、
こ
の
時
代
の
政
治
思
想
を
扱
っ
た
貴
重
な
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
隠
題
意

識
は
、
基
本
的
に
、
シ
リ
ン
グ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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③
穴
。
託
①
ω
。
。
一
9
貝
鞍
ぼ
『
§
σ
q
な
る
語
の
概
念
を
遡
切
に
表
現
す
る
訳
語
は
、
他

　
に
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
「
信
仰
出
口
白
体
制
化
」
と
し
て
お
く
。
従

来
、
こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
概
念
と
し
て
は
、
「
信
仰
告
白
（
対
立
）
の
時
代
」

　
ぎ
三
塁
鉱
9
巨
一
窃
N
・
一
蕊
冨
u
、
ま
た
、
「
信
仰
闘
争
の
三
代
」
N
。
津
巴
δ
2
ユ
醇

○
一
撃
げ
。
器
薮
芸
道
。
と
い
っ
た
、
　
よ
り
一
般
的
な
語
句
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。

＜
σ
q
門
付
ン
＜
。
N
8
号
戸
b
暑
N
ミ
ミ
、
ミ
犠
ミ
ミ
§
鳶
蕊
鶏
ミ
嘗
㌧
竃
曽
9
①
p

一
ミ
。
。
℃
F
寡
鴬
。
。
ぎ
一
M
b
恥
ミ
魯
ミ
§
叙
蝋
ミ
　
奇
§
》
賜
驚
§
ミ
§
　
N
ミ
ミ
馬
ミ
℃

○
α
球
ぎ
σ
Q
窪
一
り
Q
。
ω
■
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一
　
帝
国
法
と
し
て
の
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
』

　
十
六
世
紀
の
中
葉
か
ら
＝
ハ
四
八
年
の
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
』
締
結
に
至
る
時
期
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
信

仰
体
制
と
政
治
体
制
を
規
定
し
、
保
障
し
て
い
た
最
も
基
本
的
な
枠
組
は
、
帝
国
法
と
し
て
の
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
』
α
賃
続
目
α
Q
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

9
お
購
書
Φ
一
一
σ
q
δ
鵠
窪
Φ
α
Φ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
　
一
五
五
五
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
の
議
決
と
し
て
成
立
し
た
。
本
章
で
は
、

『
宗
教
平
和
』
の
内
容
と
そ
の
適
用
の
実
際
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
期
間
の
帝
国
内
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
そ
し
て
、
帝

園
都
市
　
般
を
取
り
ま
く
法
制
上
の
諸
条
件
を
確
認
す
る
。

　
十
七
世
紀
の
教
会
法
学
者
シ
ュ
テ
フ
ァ
ニ
智
げ
ρ
目
ω
冨
℃
プ
㊤
鼠
の
評
言
「
支
配
者
の
宗
教
、
そ
の
支
配
地
に
行
わ
れ
る
」
。
ミ
塞
§
鷹
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ミ
塞
遷
蒔
ご
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
宗
教
平
稲
』
の
原
則
は
、
領
邦
君
主
の
随
時
の
「
信
仰
選
択
権
」
凄
防
黛
ヘ
ミ
、
§
§
§
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
か
し
、
『
宗
教
平
和
』
の
内
容
を
、
こ
こ
で
の
関
心
に
従
い
な
が
ら
、
立
ち
い
っ
て
整
理
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ω
領
邦
君
主
な
ど
の
帝
国
諸
身
分
は
、
随
時
の
信
仰
選
択
権
を
持
つ
。
（
第
三
条
と
第
四
条
）

　
　
帝
国
諸
身
分
の
者
は
、
他
の
「
帝
国
諸
身
分
の
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
、
〔
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
〕
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
と
そ
の
教
義
、
宗

　
教
、
信
仰
の
ゆ
え
に
、
暴
力
的
な
行
為
を
な
し
た
り
、
損
害
を
与
え
た
り
、
迫
害
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
そ
う
で
は
な
く
、
彼
の
宗
教
、
信
仰
、
教

　
会
慣
行
、
規
定
、
そ
し
て
儀
式
を
、
ま
た
、
彼
の
動
産
、
不
動
産
、
領
地
、
領
民
、
支
配
権
、
公
権
、
統
治
権
、
そ
し
て
裁
判
権
を
、
確
実
に
か
つ
平
和
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
に
、
保
全
さ
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
」

　
こ
の
条
文
に
続
い
て
、
同
趣
旨
の
表
現
で
、
反
対
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
帝
国
諸
身
分
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
そ
れ
に
対
し
て
、
同
様
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⑥

の
権
利
尊
重
を
行
う
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
規
定
は
、
彼
ら
の
教
会
慣
行
な
ど
が
、
「
彼
ら
の
侯
領
、
領
邦
、
領
地
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
ま
た
、
改
め
て
確
立
さ
れ
る
場
合
に
も
偏
、
有
効
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
規
定
に
は
、
い
く
つ
か
の
制
限
と
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

足
の
条
項
が
付
随
し
て
い
る
。
ま
ず
、
司
教
な
ど
の
帝
国
諸
身
分
の
聖
職
者
の
領
邦
は
、
無
条
件
に
カ
ト
リ
ヅ
ク
派
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
聖
職
者
留
保
」
α
興
σ
q
蝕
。
。
象
。
げ
Φ
＜
o
吾
①
げ
ρ
澤
条
項
で
あ
る
（
第
六
条
）
。
次
に
、
帝
国
騎
士
身
分
切
①
一
。
げ
興
一
洋
震
ω
。
冨
津
も
、
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

国
諸
身
分
の
諸
侯
と
同
じ
信
仰
選
択
権
を
与
え
ら
れ
る
（
第
十
三
条
）
。
ま
た
、
帝
国
諸
身
分
に
服
属
す
る
領
邦
諸
身
分
、
領
民
は
信
仰
選
択
権

を
持
た
な
い
が
、
彼
ら
は
、
現
在
の
地
位
と
権
利
の
保
証
を
放
棄
し
、
ま
た
、
慣
習
的
な
移
住
の
た
め
の
税
を
支
払
っ
た
上
で
、
自
ら
の
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

告
白
と
合
致
す
る
帝
国
諸
身
分
の
領
地
に
移
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
十
一
条
）
。

　
②
し
か
し
、
選
択
の
対
象
と
な
る
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
信
仰
と
、
一
五
三
〇
年
の
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
』
O
ミ
量
毯
ご
鼠
薦
ま
㍗

ミ
蓉
を
奉
ず
る
（
ル
タ
ー
派
の
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
信
仰
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
コ
一
宗
教
の
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
人
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
、
こ
の
平
和
に
容
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
厳
格
に
排
除
さ
れ
て
い
る
」
（
第
五
条
）
。
従
っ
て
、
再
洗
礼
派
な
ど
の
諸
セ
ク
ト
は
非
合
法
下
に
置
か

れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
但
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
れ
が
領
邦
鷺
主
と
結
び
つ
い
た
形
で
台
頭
し
て
き
た
事
情
が
あ

り
、
彼
ら
は
、
と
り
あ
え
ず
、
一
五
六
一
年
の
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
諸
侯
会
議
で
、
「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

同
族
者
」
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
彼
ら
は
、
再
三
に
わ
た
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
を
受
け
な
が
ら
も
、
事
実
上

は
、
容
認
さ
れ
て
、
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
』
に
よ
る
公
認
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
③
『
宗
教
平
和
』
は
、
い
か
な
る
事
由
に
よ
っ
て
も
、
改
訂
の
対
象
と
な
ら
ず
（
第
十
六
条
）
、
ま
た
、
過
去
と
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
決
定
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
対
す
る
優
位
驚
く
。
着
雪
σ
q
、
及
び
、
『
宗
教
平
和
』
と
矛
盾
す
る
内
容
を
も
つ
そ
れ
ら
に
対
す
る
廃
止
権
U
曾
。
σ
q
帥
註
8
を
持
つ
（
第
十
五
条
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ω
帝
室
裁
判
所
口
①
一
叢
路
ρ
B
ヨ
巽
α
q
Φ
江
。
匿
は
、
『
宗
教
平
和
』
を
め
ぐ
る
訴
訟
、
紛
争
を
審
理
、
裁
定
す
る
（
第
十
八
条
）
。

　
⑤
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
の
な
か
で
、
帝
国
都
市
の
処
遇
は
、
第
十
四
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
全
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
「
多
く
の
自
由
皿
帝
国
都
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
二
宗
教
、
即
ち
、
余
の
旧
教
〔
一
『
宗
教
平
和
』
の
発
布
者
で
あ
る
ド
イ
ツ
王
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
の

39　（199）



奉
じ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
派
信
仰
〕
乏
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
宗
教
と
が
行
わ
れ
、
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
で
は
、
こ
れ
ら
〔
の
二
宗
教
〕

は
、
今
後
も
、
存
続
さ
れ
、
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
豪
該
の
自
由
皿
帝
国
都
市
の
市
民
、
及
び
、
そ
の
他
の
居
住
民
は
、
聖
職
老
で
あ
る
か
、

俗
人
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
に
、
平
和
的
に
、
そ
し
て
、
平
穏
に
、
共
存
し
て
居
住
す
る
。
そ
し
て
、
二
宗
教
の
い
ず
れ
の
派
も
、
他
方
の
教
会
慣
行
や
儀
式

を
廃
止
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
自
ら
の
も
の
を
、
〔
他
方
に
〕
強
制
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
二
重
教
派
は
、

各
自
、
こ
の
平
和
に
従
っ
て
、
他
方
に
対
し
て
、
彼
ら
の
宗
教
、
信
仰
、
教
会
慣
行
、
規
定
、
そ
し
て
儀
式
、
ま
た
、
彼
ら
の
財
産
、
そ
し
て
、
二
宗
教
派

の
帝
国
諸
身
分
の
場
合
に
つ
い
て
、
す
で
に
〔
第
三
条
と
第
四
条
で
〕
規
定
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
平
穏
に
、
友
好
的
に
、
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

認
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

40　（200）

　
こ
こ
で
明
言
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
二
信
仰
派
が
「
行
わ
れ
、
用
い
ら
れ
て
き
た
」
帝
国
都
市
は
、
今
後
も
、
そ
の
二
信
仰
派
の
併

存
体
制
を
維
持
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
体
制
に
な
か
っ
た
都
市
に
つ
い
て
は
、
何
の
言
及
も
な
い
。
ま
た
、

帝
国
都
市
の
信
仰
選
択
権
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
否
定
が
間
接
的
に
解
釈
可
能
な
だ
け
で
あ
る
。
帝
国
都
市

も
へ
法
理
論
上
は
、
聖
俗
の
領
邦
君
主
や
帝
国
騎
±
と
同
じ
く
、
帝
国
直
属
の
身
分
で
あ
っ
た
以
上
、
信
仰
選
択
権
が
こ
れ
に
認
め
ら
れ
て
も
、

何
ら
不
可
解
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
否
定
の
一
文
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
項
は
、
極
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

不
十
分
か
つ
曖
昧
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
十
四
条
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
採
択
さ
れ
た
の
は
、
理
由
が
あ
る
。
第
一
は
、
帝
国
内
に
お
け
る
帝
国
都
市
の
当
時
の
地
位
で
あ
る
。
帝

国
議
会
で
、
帝
国
都
市
は
、
　
一
四
八
七
年
以
来
、
帝
国
集
魚
会
議
濁
魚
。
冨
ω
萄
黛
Φ
犀
。
一
一
Φ
σ
q
を
構
成
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
選
帝
侯
会
議

丙
舞
跳
誘
8
涛
。
濠
σ
q
、
諸
侯
会
議
閃
貯
ω
さ
艮
。
濠
σ
q
と
は
異
り
、
決
議
権
を
も
た
な
い
諮
問
機
関
的
な
役
割
し
か
有
し
な
い
と
見
倣
さ
れ
て
い

⑲た
た
め
に
、
『
宗
教
平
稲
』
の
交
渉
時
に
、
帝
国
都
市
は
、
自
ら
の
処
遇
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
さ
し
た
る
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
更
に
、
当
時
、
六
十
余
り
あ
っ
た
と
さ
れ
る
帝
国
都
市
の
大
多
数
は
、
宗
教
改
革
を
導
入
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
化
し
た

⑫
そ
れ
ら
の
㌘
は
・
蓋
四
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
シ
・
マ
ル
カ
ル
デ
・
戦
争
五
二
年
の
諸
鍍
争
へ
の
参
加
に
讐
莫
委
戦



アウグスブルク市の二信仰派併存体制（永田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

争
経
費
と
戦
後
の
賠
償
金
の
重
圧
の
下
に
、
深
刻
な
経
済
的
困
難
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
事
情
は
、
帝
国
内
に
お
け
る
帝
銀
都
市
の
地
位
の
更

な
る
低
下
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
二
の
理
由
は
、
『
宗
教
平
和
』
の
交
渉
過
程
で
、
帝
国
都
市
の
処
遇
を
決
定
す
る
立
場
に
あ
っ
た
諸
侯
た
ち
の
意
向
と
利
害
で
あ
る
。
次

章
で
論
述
す
る
よ
う
に
、
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
敗
北
の
結
果
と
し
て
発
布
さ
れ
た
一
五
四
八
年
の
『
仮
信

条
協
定
』
§
ミ
§
は
、
宗
教
改
革
体
制
化
し
て
い
た
都
市
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
派
の
復
活
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
教
義
の
強
引
な
空

洞
化
を
要
求
し
て
い
た
。
有
力
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
諸
侯
の
領
地
が
多
か
っ
た
北
ド
イ
ツ
地
方
の
諸
帝
国
都
市
は
、
こ
れ
を
黙
殺
す
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
を
含
め
て
、
酉
南
ド
イ
ツ
地
方
の
諸
帝
国
都
市
は
、
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
の
圧
力
の
下
に
、
『
仮
信
条
協
定
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
受
諾
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
更
に
、
カ
ー
ル
は
、
皇
帝
顧
問
官
バ
ー
ス
国
Φ
言
論
。
げ
頴
器
に
命
じ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
が
優
勢
な
酉

南
ド
イ
ツ
の
三
十
近
く
の
都
市
の
ツ
ン
フ
ト
支
配
の
市
制
の
廃
止
と
、
そ
れ
に
か
わ
る
都
市
貴
族
支
配
の
市
参
事
会
樹
立
を
強
行
さ
せ
た
。
こ

う
し
て
成
立
し
た
こ
れ
ら
の
都
市
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
復
活
の
実
情
は
、
少
数
派
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
住
民
と
多
数
派
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
住
民

の
外
部
か
ら
強
制
さ
れ
た
併
存
で
あ
り
、
ま
た
、
前
者
に
よ
る
後
者
に
対
す
る
不
安
定
な
政
治
的
支
配
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、

『
宗
教
平
和
』
作
成
の
交
渉
時
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
諸
侯
は
、
『
宗
教
平
和
』
を
用
い
て
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
現
体
棚
を
確
固
、
不
動
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
す
る
こ
と
を
、
帝
国
都
市
条
項
に
対
す
る
第
一
の
課
題
と
考
え
て
い
た
。

　
交
渉
の
席
上
で
は
、
ま
ず
、
一
五
五
五
年
五
月
十
七
カ
月
諸
侯
会
議
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
諸
侯
が
、
上
述
の
意
図
に
基
い
て
、
帝
国
都
市
の

う
ち
で
、
「
こ
れ
ま
で
、
二
宗
教
派
が
公
に
維
持
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
今
後
も
、
互
い
に
、
一
方
の
派
は
、
他
方
を
存
続
さ
せ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ら
な
い
」
と
い
う
案
文
を
提
出
し
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
の
後
の
暫
く
の
経
過
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
皇
帝

カ
ー
ル
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
け
る
皇
帝
大
権
を
委
譲
さ
れ
て
、
こ
の
帝
国
議
会
を
司
っ
て
い
た
彼
の
弟
の
ド
イ
ツ
王
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
が
、
八

月
三
十
日
に
提
示
し
た
『
裁
定
書
』
象
Φ
閃
α
巳
σ
q
賦
。
財
①
菊
Φ
ω
o
旨
け
§
μ
に
は
、
再
び
、
同
様
の
案
文
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
派
諸
侯
は
、
帝
国
都
市
だ
け
に
つ
い
て
、
他
の
帝
国
諸
身
分
の
場
合
と
は
異
る
「
特
劉
の
措
置
を
、
こ
の
平
和
に
追
加
す
る
こ
と
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は
、
…
…
不
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
余
計
な
こ
と
で
あ
る
」
と
抗
議
し
、
ま
た
、
帝
国
都
市
の
代
表
た
ち
も
、
こ
の
措
置
は
明
ら
か
に
不
公
平

で
あ
り
、
都
営
が
二
宗
教
派
の
併
存
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
「
そ
れ
は
、
都
市
共
同
体
に
、
騒
擾
、
喧
喋
、
反
目
を
惹
き

お
こ
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
こ
ぞ
っ
て
反
対
し
た
。
し
か
し
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
は
、
九
月
七
日
に
な
っ
て
、
帝
国
都
市
代
表
に

対
す
る
個
別
的
な
説
得
に
乗
り
だ
し
、
手
は
じ
め
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
了
承
を
得
た
後
に
、
こ
の
条
項
を
『
宗
教
平
和
』
に
採
用
す
る
決

心
を
間
め
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
諸
侯
も
、
こ
こ
に
至
り
、
交
渉
の
駆
け
引
き
上
、
直
接
的
に
は
自
ら
の
利
害
と
結
び
つ
か
な
い
帝
国
都
市

問
題
に
固
執
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
他
の
帝
業
都
市
も
、
次
々
と
、
抵
抗
を
断
念
す
る
な
か
で
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
だ
け
が
執
拗

　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
抗
議
を
続
け
た
が
、
九
月
二
十
五
日
に
、
『
宗
教
平
和
』
に
本
条
項
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
残
こ
っ
た
の
が
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
派

の
都
市
や
、
も
は
や
彼
ら
の
影
響
の
及
ば
な
い
都
市
に
対
す
る
規
定
の
欠
如
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
五
四
八
年
の
『
仮
信
条
協
定
』
か
ら
、
五
五
年
の
『
宗
教
平
和
』
採
択
を
経
て
、
そ
の
後
に
至
る
時
期
に
お
け
る
諸
帝
国
都

市
の
信
仰
体
制
の
現
実
と
そ
の
変
化
は
、
多
様
に
し
て
、
し
ぼ
し
ぼ
、
複
雑
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
、
個
別
的
な
都
市
史
研
究
の
綱
羅
的
な
吟
味

を
必
要
と
す
る
が
、
漉
く
大
雑
把
に
は
、
『
宗
教
平
和
』
成
立
の
前
後
の
時
期
に
、
ω
不
完
全
な
場
合
も
含
め
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
派
の
併
存
体
制
に
あ
っ
た
都
市
、
②
原
則
的
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
都
市
、
③
同
様
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
で
あ
っ
た
都

市
の
三
タ
イ
プ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ω
『
宗
教
平
和
』
の
前
後
の
時
期
に
二
信
仰
派
の
併
存
体
制
に
あ
っ
た
都
市
と
し
て
、
二
十
ほ
ど
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
宗
教

平
和
』
の
帝
国
都
市
条
項
が
対
象
と
す
る
の
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
都
市
で
あ
る
。
帝
室
裁
判
所
の
官
庁
が
置
か
れ
て
い
た
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
、
宗

教
改
革
が
導
入
さ
れ
た
が
、
太
市
の
司
教
や
修
道
院
の
影
響
を
払
拭
で
き
な
か
っ
た
ウ
ォ
ル
ム
ス
、
ケ
ン
プ
テ
ン
な
ど
の
特
別
な
条
件
の
下
に

　
　
　
　
㊧

あ
っ
た
都
市
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
宗
教
改
革
を
制
度
化
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
仮
信
条
協
定
』

に
よ
っ
て
、
二
信
仰
派
の
併
存
を
強
制
さ
れ
て
い
た
都
市
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
宗
教
平
和
臨
を
遵
守
す
る
形
で
、
三
十
年
戦
争
の
終
結
に

至
る
ま
で
そ
の
体
綱
を
維
持
し
た
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
、
ビ
ー
ベ
ラ
バ
、
ラ
ー
フ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ク
、
デ
ィ
ン
ケ
ル
ス
ビ
ュ
ー
ル
を
加
え
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アウグスブルク市の二信仰派併存体綱（永田）

た
四
都
市
に
、
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
ド
ナ
ウ
ヴ
ェ
ル
ト
、
ウ
ル
ム
、
カ
ウ
フ
ボ
イ
レ
ン
、
ロ
イ
ト
キ
ル
ヒ
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、
エ
ス
リ
ン

デ
ン
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ビ
ッ
シ
ュ
・
ハ
ル
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
・
イ
ム
・
ゲ
オ
ル
ゲ
ン
タ
ー
ル
、
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ハ
イ
ル
ブ
ロ
ン
、
リ
ン
ダ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
ど
の
諸
都
市
で
は
、
『
宗
教
平
和
』
成
立
の
後
に
、
漸
次
的
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
が
廃
絶
に
追
い
や
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
、
こ
れ
ら
の
都
市

は
、
『
宗
教
平
和
』
の
条
文
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
否
定
さ
れ
て
も
い
な
い
信
仰
選
択
権
を
、
帝
国
直
属
の
一
員
と
し
て
の
自
明

の
権
利
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
帝
室
裁
判
所
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
場
鉱
魯
。
。
げ
。
ゆ
葺
、
そ
し
て
帝
国
議
会
で
、
し
ば
し
ば
、
議
論
を
喚
起
す

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
諸
侯
の
武
力
介
入
を
被
っ
た
都
市
も
で
た
。

　
②
こ
の
時
期
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
都
市
は
大
集
団
を
成
し
て
い
る
。
こ
の
タ
イ
プ
に
は
、
リ
ュ
ー
ベ
ヅ
ク
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ゴ

ス
ラ
ー
な
ど
の
当
初
か
ら
『
仮
信
条
協
定
』
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
北
ド
イ
ツ
諸
都
市
と
、
　
一
時
的
に
、
『
仮
信
条
協
定
』
を

受
諾
し
た
も
の
の
、
『
宗
教
平
和
』
成
立
の
前
に
、
早
く
も
こ
れ
を
放
難
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
に
回
帰
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、

フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ク
、
　
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ン
フ
ル
ト
、
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
・
オ
ブ
・
デ
ア
・
タ
ウ
バ
ー
、
ヴ
ィ
ン
ツ
ハ
イ
ム
、
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

イ
ト
リ
ン
デ
ン
、
ギ
ー
ン
ゲ
ン
、
ポ
ッ
プ
フ
ィ
ン
ゲ
ン
、
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
、
ラ
ン
ダ
ウ
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
に
対
す
る
『
宗
教

平
和
』
の
適
用
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
法
解
釈
と
意
向
は
と
も
か
く
、
論
理
的
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
実
質
的
に
も
見
送
ら
れ
た
。

　
③
同
様
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
で
あ
っ
た
都
市
は
、
比
較
的
少
な
い
。
ケ
ル
ン
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ビ
ッ
シ
ュ
・
グ
ミ
ュ
ン
ト
、
ヴ
ァ
ン
ゲ
ン
、
ロ
ト

ヴ
ァ
イ
ル
、
プ
フ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
、
ブ
ー
ホ
ホ
ル
ン
、
ユ
ー
バ
！
リ
ソ
ゲ
ン
で
は
、
宗
教
改
革
は
遂
に
導
入
さ
れ
ず
、
た
と
え
、
少
数
の
プ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

テ
ス
タ
ン
ト
派
住
民
の
活
動
が
み
ら
れ
て
も
、
弾
圧
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ゴ
ル
マ
ー
ル
、
エ
ッ
セ
ン
、
ド
ル
ト
ム
ン
ト
、
ア
ー
ヘ
ン
、
ハ
ー
ゲ

ナ
ウ
、
ア
ー
レ
ン
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
で
は
、
一
五
六
〇
年
代
以
降
に
、
宗
教
改
革
運
動
が
起
こ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
化
す
る
か
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
い
は
、
彼
ら
が
許
容
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
に
つ
い
て
も
、
『
宗
教
平
和
』
は
、
論
理
上
、
対
処
の
術
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
信
仰
選
択

権
を
め
ぐ
る
議
論
と
紛
争
が
生
起
し
た
。

　
以
上
の
概
観
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
』
体
制
の
下
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
立
場
は
、
微
妙
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で
あ
っ
た
。
当
市
は
、
『
宗
教
平
和
』
の
帝
国
都
市
条
項
が
対
象
と
し
て
い
た
都
市
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
、
こ

れ
を
遵
守
し
続
け
た
と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ぼ
当
時
の
代
表
的
な
帝
国
都
市
と
見
倣
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
他
方
で
、
『
宗
教
平
和
』

の
帝
国
都
市
条
項
は
、
法
規
定
と
し
て
、
極
め
て
不
十
分
な
内
容
し
か
有
し
て
お
ら
ず
、
当
時
の
帝
国
都
市
の
圧
倒
的
多
数
が
、
こ
の
条
項
の

適
用
を
免
れ
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
背
を
向
け
た
事
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、

　
①
『
宗
教
平
和
』
は
、
独
立
し
た
条
約
文
書
で
は
な
く
、
一
五
五
五
年
の
ア
ゥ
ク

　
　
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
の
議
決
の
な
か
の
信
仰
問
題
に
関
す
る
箇
条
で
あ
る
。
議
決

　
　
の
全
文
一
四
四
文
節
の
う
ち
、
第
七
－
三
〇
節
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
本
稿
で
は
、

　
　
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
閃
．
b
ご
冨
昌
α
舘
b
ミ
昏
惑
ぎ
茜
馬
唖
尋
嵩
鷺
§
爵
蹄
§
e
§
騨

　
　
恥
替
砺
竜
帖
§
＆
ミ
競
と
い
ミ
ミ
魯
ぎ
臥
袋
魂
＆
馬
翫
題
§
蔑
3
Ω
α
艶
茜
窪
一
Φ
諺
悼

　
　
　
〔
以
下
、
〉
閃
閏
と
略
記
〕
を
用
い
る
。
な
お
、
『
宗
教
平
和
』
の
内
容
と
諸
問
題

　
　
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
論
述
と
と
も
に
、
拙
稿
「
《
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平

　
　
湘
》
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
岡
山
大
学
教
養
部
紀
要
』
ニ
ゴ
言
写
、
　
一
九
八
七
年
、

　
　
及
び
二
四
号
、
一
九
八
八
年
を
参
照
。

　
②
『
宗
教
平
和
隔
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
条
文
中
に
、
象
職
夏
篭
臨
。
…

　
　
な
る
ラ
テ
ン
語
の
語
句
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
の
語
句
も

　
　
な
い
。
こ
の
語
句
の
初
幽
は
、
一
六
一
二
年
に
上
梓
さ
れ
た
シ
ェ
テ
フ
ァ
ニ
の
書

　
　
壽
恥
ミ
ミ
帖
§
跨
妻
嵐
⇔
“
§
§
§
賊
の
第
二
版
で
あ
る
が
、
す
で
に
、
　
五
五
五
年

　
　
の
帝
国
議
会
の
交
渉
の
場
で
、
代
表
団
の
間
に
、
．
、
楠
§
§
ミ
恥
糺
§
§
ミ
“
漁
焼
ミ

　
　
§
ミ
防
勘
ミ
喧
乳
、
な
る
類
似
の
表
現
が
行
わ
れ
て
い
た
。
＜
σ
q
　
出
・
↓
ぎ
巨
ρ

　
　
U
角
〉
自
σ
q
ω
σ
農
α
q
⑦
『
幻
①
に
σ
q
一
〇
μ
ω
跨
一
巴
ρ
N
ミ
詮
ミ
ミ
§
恥
山
面
熾
ミ
跨
忠
§
欝
遷
§
偽

　
　
濤
曳
⑦
ミ
§
＆
§
露
㌧
お
綬
も
．
ω
ω
一
頃
噸
…
じ
℃
。
貯
ざ
U
鶏
〉
當
σ
Q
ω
ぴ
＝
目
σ
q
賃
幻
。
一
苧

　
　
σ
q
8
コ
。
。
ず
h
a
①
＜
8
峯
ま
量
α
島
。
い
p
＆
Φ
。
。
α
q
Φ
。
。
。
三
。
潔
。
、
簿
ミ
牒
ミ
濤
声
§
袋
㍗

　
　
旨
ぎ
　
ト
ミ
ミ
騎
鷺
零
ミ
鳥
ミ
恥
Φ
Q
。
㌔
6
零
い
ω
■
誤
同
津
…
¢
・
し
d
o
門
卸
量
ヨ
き
℃
U
霞

　
　
〉
賃
σ
q
ω
σ
員
σ
q
⑦
『
国
。
置
σ
q
δ
霧
隔
二
〇
α
①
㌧
9
円
ω
こ
b
禽
旨
蓄
さ
§
§
、
馬
乱
ミ
沁
§
、
ミ
宇

　
　
欺
§
、
O
α
簿
ぎ
σ
q
魯
一
㊤
①
ρ
。
り
．
厳
㊤
●

ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
。

③
　
以
下
に
と
り
あ
げ
る
規
定
の
外
に
、
重
要
な
そ
れ
と
し
て
、
教
会
財
産
の
没
収

　
（
第
七
、
九
条
）
、
異
端
審
問
の
停
止
（
第
八
条
）
が
あ
る
が
、
省
略
す
る
。
前

　
掲
の
拙
稿
を
参
照
。

④
　
も
ち
ろ
ん
、
原
文
に
は
、
第
X
条
と
い
う
条
項
区
分
の
見
出
し
は
な
い
。
本
稿

　
で
用
い
る
条
項
区
分
は
、
ブ
ラ
ン
デ
イ
に
よ
る
。
そ
の
他
の
区
分
方
法
も
あ
る
が
、

　
近
年
は
、
専
ら
こ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
〈
σ
q
一
．
国
．
≦
巴
8
5
沁
馬
ミ
魁
。
9
嵩
舘
予

　
曳
巴
“
書
§
賜
＆
●
旨
ミ
為
§
四
糺
ミ
詠
ト
ミ
無
ミ
蹄
ミ
＄
留
｝
ミ
壽
ミ
§
、
9
職
¢
ミ
ー

　
亀
鳳
ミ
切
ミ
濤
（
ミ
砺
恥
）
㌧
ゐ
袋
恥
、
N
§
N
ミ
9
§
ヘ
ミ
§
O
馬
題
ミ
噺
ミ
馬
8
切
①
諺
一
罐
O
℃

　
。
ゆ
．
自
蹄

⑤
〉
菊
即
ω
」
G
。
黛
●

⑥
〉
知
や
。
・
．
ω
謡
●

⑦
〉
菊
即
ω
．
鵯
．

⑧
〉
湘
拶
q
・
．
き
頃
●

⑨
　
〉
皇
考
。
肛
．
膳
Q
。
頃
冒

⑩
〉
男
潤
硫
．
ま
h
．

⑪
〉
菊
多
読
。
。
。
。
剛
．

⑫
国
a
邑
誌
。
箪
9
も
．
謡
蹄
賃
．
。
・
■
。
。
卜
。
期
・
…
N
①
a
⑦
コ
る
誌
．
9
㌔
ω
』
①
や

⑬
〉
渇
搾
m
．
9
｛
．

⑭
〉
菊
墨
蹟
．
9
．
…
＜
σ
q
ド
缶
8
ぎ
r
袋
．
騒
．
9
層
ω
幽
蔭
。
。
●

⑮
》
ヵ
搾
。
・
・
曾
h
・
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
『
宗
教
平
和
』
の
規
定
に
、
曖

昧
な
点
が
多
か
っ
た
こ
と
、
帝
室
裁
判
所
が
有
効
な
執
行
権
を
持
た
な
か
っ
た
こ
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と
、
『
宗
教
平
湘
』
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
判
断
は
、
帝
室
裁
判
所
が
専
一
的
に
行
う

　
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
訴
訟
が
帝
国
宮
廷
顯
間
会
議
や
緯
圏
議
会
に

　
も
持
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
、
な
ど
の
た
め
に
、
帝
室
裁
判
所
の
活
動
は
次
第
に
制
限

　
さ
れ
て
い
く
。
＜
σ
q
ド
鼠
．
知
9
σ
ρ
U
窪
＞
o
σ
q
ω
帰
）
母
α
q
負
極
Φ
＝
σ
q
δ
ロ
。
。
坤
貯
創
o
p
＝
日
に

　
留
ω
図
巴
0
7
ω
搾
帥
ヨ
日
①
養
。
鳳
。
匿
δ
綬
占
ま
ρ
O
興
ω
．
（
ぼ
。
。
α
q
9
）
、
壽
恥
蒔
＆
恥
濤
壕

　
肉
憶
遷
無
　
導
ミ
ミ
N
題
風
ミ
3
鑓
β
昌
0
7
①
ロ
一
り
刈
◎
ω
■
b
o
刈
O
舜
…
譲
①
9
（
o
r
a
．
黛
．
9
㌧

　
o
。
■
り
Q
Q
舜
…
N
o
o
α
o
P
3
黛
ワ
9
℃
ω
■
①
卜
3
塗

⑯
　
『
宗
教
平
漁
』
の
条
文
中
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
儒
仰
を
指
し
て
「
旧
数
巴
8

　
話
躍
σ
q
δ
”
」
な
る
語
が
、
し
ば
し
ば
、
用
い
ら
れ
る
。
『
宗
教
平
和
』
の
発
布
者

　
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
ド
イ
ツ
王
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
で
あ
る
の
で
、
こ
の
語
は
、

　
蔑
称
で
は
な
く
、
ま
た
、
必
ず
し
も
、
歴
史
研
究
者
の
造
語
で
は
な
い
こ
と
に
な

　
る
。
し
か
し
、
「
新
教
」
な
る
語
は
、
条
文
中
に
見
当
ら
な
い
。

⑰
〉
菊
抑
幹
瞠
h
．

⑱
第
一
八
条
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
宗
教
平
和
』
の
規
定
は
、
多
く
の
曖
昧

　
な
部
分
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
、
条
文
作
成
交
渉
に
携
っ
た
人
々
が
、
起
こ
り
得
る

　
事
態
に
対
す
る
あ
ら
か
じ
め
の
配
慮
で
は
な
く
、
個
々
の
既
成
事
笑
の
確
認
を
、

　
そ
の
第
一
の
屑
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

　
他
に
、
第
五
、
．
六
、
七
、
九
条
に
著
し
い
。
『
宗
教
平
和
駈
は
、
特
定
の
理
念
や

　
原
理
に
基
く
規
定
で
は
な
く
、
徹
底
し
て
、
政
治
的
妥
協
の
産
物
で
あ
る
。
＜
σ
q
r

　
溶
し
d
恥
き
象
、
勺
霧
ω
営
曾
〈
2
酔
鑓
σ
q
鶴
ロ
ユ
〉
昌
α
Q
ω
ぴ
霞
σ
q
震
　
国
㊦
＝
α
q
ご
口
ω
h
該
a
¢
℃

　
ミ
無
ミ
傍
き
恥
N
ミ
帥
“
ミ
ミ
Φ
α
、
一
8
伊
ω
b
自
津
…
国
①
o
評
¢
一
い
a
．
簿
9
’
ω
◆
a
臨
引

　
N
o
a
o
♪
斜
．
3
9
㌧
。
・
●
愈
h
．

⑲
翼
．
℃
碧
冨
。
。
㌧
国
¢
賦
σ
q
凶
8
ω
守
⑦
葺
舞
琶
畠
ぎ
σ
q
ω
9
罐
霞
菊
。
一
事
8
ω
窪
a
ρ

　
聾
い
暮
N
（
ぼ
ω
σ
q
■
）
、
熱
ミ
9
鴇
ミ
偽
ミ
馬
織
ミ
目
ミ
馬
ミ
濤
顛
§
蕊
霜
ミ
鷺
§
爵
馬
き
無
覧
り

　
O
二
士
ω
寅
黛
お
磯
8
ω
．
無
．
…
翻
心
〇
三
ρ
同
筆
ρ
層
。
・
．
ω
匂
σ
も
◎
．
ま
た
、
中
村
賢
二
郎
、

　
倉
塚
平
編
『
宗
教
改
革
と
都
市
』
刀
水
書
房
…
九
八
三
年
、
三
唱
頁
を
参
照
。

⑳
切
’
竃
。
塾
g
肉
§
辞
讐
織
こ
§
靴
同
論
§
§
§
、
○
黛
。
邑
。
ザ
δ
貴
ω
』
、

⑳
　
中
村
、
倉
脚
塚
、
茜
影
青
漁
周
、
四
穴
頁
。

⑫
　
鵠
巴
6
ご
袋
．
3
9
”
ω
◆
日
。
。
◆
中
村
、
倉
塚
、
前
掲
書
、
四
七
頁
以
降
。

⑯
　
＜
α
q
ド
図
．
翼
帥
ε
o
冨
、
穿
酔
ミ
さ
下
馬
「
§
ミ
ミ
馬
N
N
ミ
ミ
竃
昏
鶉
噛
噛
隷
魍
ω
蕪
け
学

　
σ
蔓
質
匿
δ
Q
。
μ
ω
曾
δ
り
浄

⑭
　
月
ぎ
鉱
ρ
勲
ρ
○
．
”
。
。
曾
ω
Q
。
ω
い

⑮
　
℃
p
巳
暴
、
9
■
ρ
・
ρ
㌔
ω
豊
巽
．

⑱
国
σ
o
＆
ρ
ω
．
。
。
。
。
．

⑳
　
国
σ
o
昌
母
㌧
ω
．
ω
Q
。
●

⑳
　
も
ち
ろ
ん
、
厳
密
を
期
す
と
、
こ
の
よ
う
な
分
類
で
は
整
理
し
が
た
い
都
市
も

　
あ
る
。
な
お
、
『
宗
教
平
和
』
は
、
都
市
の
現
状
を
変
更
さ
せ
る
よ
う
な
新
た
な

　
規
定
を
な
ざ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
都
帯
側
の
積
極
的
な
対
応
も

　
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
、
答
申
都
市
の
信
仰
体
綱
の
変
動
と
い
う
視
点
に
立
つ
か

　
ぎ
り
、
一
五
五
五
年
は
特
別
の
意
味
を
持
た
な
い
。
前
掲
の
拙
稿
、
一
の
三
七
頁

　
以
降
を
参
照
。

⑳
℃
①
霞
ざ
P
P
O
‘
ω
レ
銀
津
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
は
、
帝
室
裁
判
所
の
官
庁
が
置

　
か
れ
て
い
た
関
係
で
、
二
信
仰
派
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
イ
ズ
ニ
ー
で
は
、
一
五

　
三
一
年
の
宗
教
改
革
公
認
以
来
、
市
壁
内
地
区
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
、
修
道
院

　
を
中
心
と
す
る
郭
外
市
地
区
峯
。
。
。
8
芝
。
話
冨
鼻
が
カ
ト
リ
ッ
ク
派
で
あ
り
、
ケ

　
ン
プ
テ
ン
で
は
、
旧
市
地
区
≧
冨
3
鼻
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
、
新
寮
地
区

　
署
①
q
ω
雷
無
（
修
道
院
市
地
区
ω
け
漆
ω
3
象
）
が
カ
ト
リ
ッ
ク
派
で
あ
っ
た
。

⑳
℃
。
霞
ざ
曾
騨
○
‘
ω
’
峯
O
…
鵠
¢
。
ぎ
r
a
■
簿
9
、
ω
「
器
．
エ
ス
リ
ン
デ
ン
は

　
一
五
六
七
年
に
、
ウ
ル
ム
は
一
五
三
九
年
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
を
廃
止
し
た
。

⑧
　
本
章
の
註
⑭
を
参
照
…
。

⑫
　
ド
ナ
ウ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
そ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
廃
絶
政
策
の
た
め
に
、
一
六
〇
七

　
年
に
、
帝
国
追
放
の
判
決
を
受
け
、
そ
の
執
行
を
引
き
う
け
た
バ
イ
エ
ル
ン
に
よ

　
っ
て
武
力
占
領
さ
れ
た
後
、
　
一
六
〇
九
年
に
そ
の
領
邦
都
市
と
な
っ
た
。
＜
α
q
ド

　
瓢
①
o
H
6
滑
ミ
．
a
．
9
㌧
ω
・
一
8
験
引
N
o
a
o
二
三
勲
9
、
ω
●
O
b
o
や
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⑳
　
缶
o
o
舜
Φ
r
袋
．
黛
9
9
、
ω
●
刈
Q
。
’

⑧
H
（
．
＜
．
9
。
器
昼
寒
馬
田
§
G
帖
童
沁
魯
ミ
ミ
織
§
罫
O
ミ
ミ
§
8
≦
貯
。
・
－

　
σ
四
伽
①
ロ
δ
o
。
P
ω
●
一
喩
。

⑳
肉
ぴ
§
魯
、
ω
．
冨
瞭
●
ゴ
ル
マ
ー
ル
は
一
五
七
五
年
に
、
エ
ッ
セ
ン
は
六
三
年
に
、

　
ド
ル
ト
ム
ン
ト
は
七
〇
年
に
、
ア
ー
レ
ソ
は
七
五
年
に
、
宗
教
改
革
を
轟
入
し
た
。

　
ア
ー
ヘ
ン
は
、
一
五
七
四
年
に
宗
教
改
革
を
導
入
し
た
が
、
九
八
年
に
、
『
宗
教

平
和
』
違
反
の
廉
で
、
帝
国
追
放
判
決
を
受
け
、
ス
ペ
イ
ン
軍
の
武
力
介
入
の
下

に
、
再
度
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
化
ざ
れ
た
。
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ソ
は
、
一
五
二
〇
年

代
に
、
ミ
ュ
ン
ッ
ァ
ー
の
影
響
下
に
宗
教
改
箪
を
導
入
し
た
が
、
農
民
戦
争
の
敗

北
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
派
化
さ
れ
た
後
、
六
六
年
に
、
再
度
、
宗
教
改
革
を
導

入
し
た
。
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二
　
信
仰
体
制
と
政
治
体
制
の
変
遷

　
次
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
二
信
仰
派
併
存
体
制
の
成
立
と
そ
の
変
遷
の
過
程
を
、
信
仰
体
制
と
、
都
市
政
府
を
構
成
す
る
市
参
事
会
の
体

制
に
注
目
し
な
が
ら
、
概
観
す
る
。
対
象
と
な
る
の
は
、
一
五
三
四
年
春
宗
教
改
革
の
公
認
か
ら
、
一
六
四
八
年
の
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン

の
講
和
』
締
結
ま
で
の
一
世
紀
余
り
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
区
分
の
指
標
と
し
て
、
こ
の
期
間
に
幾
度
か
行
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
体
制
の
制
度
的

変
更
の
時
を
用
い
る
の
が
、
論
述
を
明
解
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
大
き
く
四
期
に
区
分
さ
れ
る
。

　
ω
宗
教
改
革
期
　
一
五
三
四
年
七
月
－
一
五
四
八
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
宗
教
改
革
前
後
の
時
期
の
市
参
事
会
体
制
は
、
基
本
的
に
は
、
＝
　
一
六
八
年
に
確
立
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
市
参
事
会
（
小
当
参

事
会
墜
①
七
珍
口
ρ
げ
）
と
拡
大
市
参
事
会
0
8
ゆ
霞
薄
暮
と
も
に
、
ツ
ン
フ
ト
の
代
表
が
多
数
派
を
占
め
る
、
極
端
で
は
な
い
に
せ
よ
、
い
わ

ゆ
る
「
ツ
ン
フ
ト
支
配
」
の
体
制
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
体
制
の
諸
都
市
の
例
に
も
れ
ず
、
市
政
府
は
必
ず
し
も
宗
教
改
革
運
動
に
敵
対
的
で

　
　
　
　
②

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
市
近
郊
に
居
所
を
構
え
、
市
内
に
教
会
関
係
の
諸
権
利
を
有
す
る
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
の
存
在
、
市
内
の
商
業
資

本
家
系
と
皇
帝
豚
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
の
経
済
的
結
合
、
都
市
住
民
の
内
部
に
お
け
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
的
傾
向
と
ル
タ
ー
派
的
そ
れ
と
の
対

立
関
係
な
ど
が
障
害
と
な
っ
て
、
当
市
で
、
宗
教
改
革
が
市
政
府
の
公
認
を
得
た
の
は
、
一
五
三
四
年
頃
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
ね
て

か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
住
民
の
要
求
に
基
い
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
の
ブ
ー
ツ
ァ
ー
に
判
断
を
仰
い
で
い
た
市
参
事
会
は
、
都
市
政
府
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の
宗
教
改
革
権
を
承
認
す
る
回
答
を
得
て
、
七
月
七
日
、
拡
大
市
参
事
会
に
そ
の
最
終
決
定
を
委
託
し
、
二
十
二
日
に
、
後
者
は
、
圧
倒
的
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

数
の
支
持
を
も
っ
て
、
次
の
決
定
を
採
択
し
た
。
ω
七
教
会
を
除
い
て
、
市
内
の
そ
の
他
の
す
べ
て
の
教
会
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
礼
拝
は
禁

止
さ
れ
る
。
㈹
今
後
は
、
す
べ
て
の
教
会
の
聖
職
者
は
、
市
参
事
会
が
任
命
す
る
。
㈹
市
参
事
会
任
命
の
聖
職
者
が
い
な
い
教
会
、
礼
拝
堂
は

閉
鎖
さ
れ
る
。

　
こ
の
時
点
で
は
、
未
だ
、
二
信
仰
派
が
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
一
五
三
七
年
一
月
十
七
日
に
な
っ
て
、
拡
大
市
参
事
会
は
、
再

び
、
圧
倒
的
多
数
の
支
持
で
、
ω
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
全
面
廃
止
、
ω
残
存
し
て
い
た
修
道
院
を
廃
止
し
て
、
そ
の
財
産
管
理
を
市
に
委
譲
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
と
、
㈹
聖
職
者
は
市
民
権
を
取
得
す
る
こ
と
、
を
決
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
活
動
と
居
住
の
場
を
失
っ
た
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
聖
職
者
が

市
外
に
亡
命
し
た
。
更
に
、
同
年
、
市
政
府
は
、
ブ
ー
ッ
ァ
ー
の
助
言
に
従
い
、
七
月
十
七
日
に
、
『
教
会
規
定
』
囚
量
。
び
Φ
8
a
昌
§
σ
q
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

九
月
一
日
に
、
『
風
俗
－
治
安
規
定
』
N
琴
財
学
巷
α
男
。
壽
魚
o
a
二
戸
ぎ
σ
Q
を
作
成
し
て
、
発
布
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
政
府
の
統
制
に
従
う
宗

教
改
革
体
制
が
、
ほ
ぼ
実
現
し
た
。

　
②
二
信
仰
派
併
存
体
棚
期
　
一
五
四
八
年
八
月
一
一
六
三
一
年
八
月

　
し
か
し
、
宗
教
改
革
体
制
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
に
勝
利
を
収
め
た
皇
帝
カ
ー
ル
三
世
は
、
一
五
四
八
年
六

月
三
十
日
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
全
面
的
復
活
を
前
提
と
し
た
上
で
、
教
義
を
大
巾
に
「
カ
ト
リ
ッ
ク
化
」
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
信
仰
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

付
加
的
に
許
容
す
る
内
容
を
も
つ
『
仮
信
条
協
定
』
を
、
ド
イ
ツ
に
発
布
す
る
が
、
当
時
、
皇
帝
の
干
渉
下
に
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
市
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

府
は
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
六
月
二
十
六
日
に
、
こ
れ
の
受
諾
を
や
む
な
し
と
決
定
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
八
月
に
な
る
と
、
市
は
、
カ
ー
ル

入
市
に
よ
る
直
接
的
な
介
入
に
よ
っ
て
、
市
参
事
会
体
制
の
、
そ
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
と
市
参
事
会
と
の
『
復
旧
協
定
』
図
Φ
ω
葺
率

江
○
器
く
Φ
詳
嶺
σ
q
締
結
に
基
い
て
、
僑
仰
体
制
の
広
汎
な
改
変
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
こ
に
二
信
仰
派
の
併
存
体
制
が
現
出
す
る
。

　
一
五
四
八
年
八
月
三
日
に
、
カ
ー
ル
の
通
達
に
従
っ
て
、
従
来
の
門
ツ
ン
フ
ト
支
配
」
の
市
参
事
会
に
代
わ
っ
て
、
「
都
市
貴
族
支
配
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
れ
が
樹
立
さ
れ
た
。
そ
の
主
要
な
変
更
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ω
市
参
事
会
（
小
市
参
事
会
）
で
、
都
市
貴
族
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
。

47　（207）



彼
ら
は
、
従
来
の
定
員
数
六
十
八
名
中
の
十
二
名
か
ら
、
新
定
員
数
四
十
一
名
中
の
三
十
一
名
へ
と
増
加
し
、
反
対
に
、
ツ
ン
フ
ト
代
表
は
、

従
来
の
多
数
派
か
ら
、
僅
か
六
名
へ
と
減
少
し
た
。
し
か
も
、
ツ
ン
フ
ト
解
散
に
伴
い
、
彼
ら
は
、
今
後
は
「
住
民
」
O
Φ
臼
Φ
貯
代
表
と
な

る
。
㈲
市
参
事
会
員
で
溝
成
さ
れ
る
市
政
府
内
の
主
要
な
執
行
職
も
、
都
市
貴
族
が
独
占
す
る
。
市
長
に
該
当
す
る
新
設
の
二
名
の
都
市
顧
問

ω
＄
α
8
津
①
σ
Q
興
、
都
市
顧
問
と
そ
の
補
佐
役
N
蕊
導
出
五
名
の
計
七
名
か
ら
成
り
、
市
参
事
会
に
対
し
て
重
要
事
項
を
優
先
的
に
審
議
す
る

枢
密
顧
問
会
議
○
Φ
げ
。
ぎ
曾
旦
暮
、
従
来
の
市
長
格
で
あ
り
、
今
後
は
、
都
市
顧
問
を
補
助
す
る
役
割
に
格
下
げ
さ
れ
た
六
名
の
都
市
代
表

じd

刄
ﾐ
q
曾
ヨ
Φ
導
鶏
、
三
鼎
の
施
設
・
財
政
部
代
表
b
ウ
き
白
Φ
一
算
興
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
㈹
但
し
、
帯
参
事
会
の
諮
問
機
関
的
な
役
割
の
拡
大

市
参
事
会
で
は
、
都
市
貴
族
は
、
議
席
を
増
加
さ
せ
た
と
は
い
え
、
引
き
続
き
少
数
派
に
留
ま
っ
て
い
る
。
㈹
ツ
ン
フ
ト
は
解
散
さ
せ
ら
れ
、

今
後
は
、
彼
ら
は
市
政
府
の
統
制
の
下
に
商
業
活
動
だ
け
を
行
う
団
体
と
な
る
。

　
但
し
、
こ
の
体
制
は
、
一
五
五
五
年
に
、
市
政
府
に
よ
る
皇
帝
へ
の
請
願
が
叶
え
ら
れ
て
、
僅
か
な
変
更
を
う
け
た
。
即
ち
、
ω
に
関
し
て
、

都
市
貴
族
の
議
席
数
三
十
一
は
そ
の
ま
ま
に
、
布
参
事
会
の
定
員
が
、
一
名
増
加
さ
れ
て
、
四
十
五
名
と
な
る
こ
と
、
㈹
に
関
し
て
、
都
聖
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

表
六
名
中
の
三
名
が
、
都
市
貴
族
以
外
の
階
層
に
割
り
あ
て
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

・
ま
た
、
一
五
四
八
年
八
月
二
日
に
締
結
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
オ
ッ
ト
ー
○
簿
0
8
顕
。
げ
ω
段
く
。
口
≦
巴
α
び
q
お
と
市
政
府
と
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
『
復
旧
協
定
』
に
基
い
て
、
八
月
中
に
、
市
内
に
二
信
仰
派
の
併
存
体
制
が
成
立
し
た
。
そ
の
体
制
の
要
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ω
『
仮

信
条
協
定
』
に
定
め
ら
れ
た
形
式
の
礼
拝
を
行
う
と
い
う
名
目
の
下
に
、
聖
ア
ン
ナ
教
会
、
洗
足
修
道
会
教
会
、
聖
ヤ
コ
ブ
教
会
、
ス
ピ
タ
ル

教
会
の
四
教
会
、
そ
し
て
、
聖
ウ
ル
リ
ヒ
、
聖
ゲ
オ
ル
ク
、
聖
十
字
架
の
各
教
会
に
そ
れ
ぞ
れ
付
随
す
る
三
礼
拝
堂
の
合
計
七
教
会
堂
が
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
に
、
一
方
、
ド
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
聖
マ
リ
ア
教
会
、
聖
ヨ
ハ
ネ
教
会
、
聖
釘
隠
リ
ナ
教
会
、
ド
ミ
ニ
コ
修
道
会
教
会
、
聖
ウ

ル
リ
ヒ
教
会
、
盤
ゲ
オ
ル
ク
教
会
、
聖
十
字
架
教
会
、
聖
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
教
会
、
聖
ウ
ル
ス
ラ
教
会
、
及
び
他
の
す
べ
て
の
礼
拝
堂
が
、
カ
ト

リ
ッ
ク
派
に
割
り
あ
て
ら
れ
る
。
㈲
宗
教
改
革
の
制
度
化
に
伴
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
た
都
市
婚
姻
裁
判
所
ω
自
象
δ
。
げ
Φ
ω
国
げ
Φ
σ
q
①
臥
。
財
け
は
廃

止
さ
れ
る
。
㈹
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
聖
職
者
は
、
市
民
権
を
返
還
し
、
今
後
は
、
司
教
の
裁
判
権
に
服
属
す
る
と
と
も
に
、
市
内
で
の
自
由
な
活
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アウグスブルク市の二信仰派併存体制（永田）

動
を
保
障
さ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
都
市
貴
族
に
よ
る
市
参
事
会
支
配
と
、
そ
の
下
に
お
け
る
二
信
仰
派
併
存
体
制
は
、
そ
の
後
、
一
五
五
二
年
の
一
時
的
な
中

断
と
、
五
五
年
の
小
修
正
を
経
る
が
、
す
で
に
三
十
年
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
＝
ハ
三
一
年
ま
で
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
期
間
に
、
帯
政
府
は
、

こ
れ
を
保
全
す
る
た
め
に
、
対
外
的
に
は
、
皇
帝
へ
の
忠
誠
と
信
仰
告
白
問
題
へ
の
不
介
入
を
基
本
方
針
と
し
た
外
交
を
堅
持
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
八
十
余
年
間
は
、
決
し
て
泰
平
無
事
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
五
五
一
年
八
月
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
の
際
に
、
皇
帝
顧

問
官
グ
ラ
ン
ヴ
ェ
ル
跨
馨
。
ぎ
①
勺
Φ
員
Φ
⇔
♀
α
Φ
○
冨
昌
く
箋
①
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
聖
職
者
が
、
暫
時
の
期
間
、
市
外
に
追
放
さ

　
⑪

れ
た
。
五
二
年
の
諸
侯
戦
争
時
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
諸
侯
軍
の
市
占
領
に
よ
り
、
三
ヶ
月
間
だ
け
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
市
参
事
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
信
仰
体
綱
が
成
立
し
た
。
そ
の
後
、
暫
く
の
安
定
期
に
は
い
る
が
、
一
五
七
〇
年
代
後
半
か
ら
、
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
活
動
の
積
極
化
に
よ
っ

て
、
市
内
に
、
時
折
、
緊
張
関
係
が
生
じ
た
。
特
に
、
八
二
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
の
同
修
道
会
に
よ
る
コ
レ
ー
グ
と
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
聖
サ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
ル
教
会
の
創
立
は
、
二
信
仰
派
の
感
情
対
立
を
尖
鋭
化
さ
せ
た
が
、
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
相
前

後
し
て
、
八
三
年
か
ら
、
グ
レ
ゴ
リ
ゥ
ス
暦
の
採
用
を
め
ぐ
っ
て
信
仰
派
間
の
中
傷
事
件
が
頻
発
し
、
や
が
て
、
こ
れ
は
、
市
政
府
を
も
巻
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
ん
だ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
聖
職
者
の
任
命
権
紛
争
に
発
展
し
た
が
、
九
一
年
に
調
停
が
成
立
し
た
。

　
③
三
十
年
戦
争
に
よ
る
動
揺
期
　
一
六
三
一
年
九
月
－
一
六
四
九
年
三
月

　
一
六
三
一
年
に
な
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
は
三
十
年
戦
争
の
渦
中
に
巻
き
こ
ま
れ
、
市
参
事
会
体
制
と
信
仰
体
制
は
、
外
来
勢
力
の
干
渉

に
よ
っ
て
、
市
内
の
意
向
と
は
無
関
係
に
、
二
転
、
そ
し
て
三
即
し
た
。
し
か
し
、
市
政
府
の
都
市
貴
族
支
配
そ
の
も
の
は
動
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
皇
帝
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
ニ
世
が
戦
況
優
勢
の
な
か
で
発
布
し
た
一
六
二
九
年
三
月
の
『
復
旧
勅
令
』
幻
①
。
。
二
言
凱
。
器
Φ
象
葬
を
根
拠
と
し

た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
語
Φ
貯
ほ
。
び
＜
＜
o
p
囚
口
曾
貯
α
q
Φ
昌
の
強
引
な
要
請
に
屈
服
し
て
、
三
一
年
九
月
に
、
市
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

カ
ト
リ
ッ
ク
派
に
よ
る
市
参
喜
会
の
単
独
支
配
と
、
全
面
的
な
カ
ト
リ
ヅ
ク
派
信
仰
体
制
が
樹
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
翌
三
二
年
四
カ
月
〇
日

に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
の
軍
勢
の
前
に
、
市
は
無
条
件
降
伏
を
受
け
い
れ
、
今
度
は
、
彼
の
指
示
の
下
に
、
プ
ロ
テ
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⑰

ス
タ
ン
ト
派
単
独
支
配
の
市
参
事
会
と
、
全
面
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
信
仰
体
制
が
成
立
し
た
。
更
に
、
三
五
年
窓
前
二
八
日
に
は
、
将
軍

ガ
ラ
ス
寓
舞
爵
冨
。
。
○
巴
訂
。
。
の
率
い
る
皇
帝
軍
の
進
駐
を
う
け
た
市
は
、
『
レ
オ
ン
ブ
ル
ク
協
定
』
に
従
っ
て
、
再
度
、
全
面
的
な
カ
ト
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ク
派
体
制
へ
と
反
転
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
期
間
に
、
公
的
に
は
承
認
さ
れ
な
く
と
も
、
実
際
に
は
、
市
内
で
は
二
信
仰
派
の
併
存
状
態
が

続
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
市
政
府
と
住
民
は
、
機
会
あ
る
度
に
、
す
で
に
定
着
、
慣
習
化
し
て
い
た
併
存
体
制
の
復
活
を
占
領
者
た
ち
に
懇
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
た
が
、
そ
れ
が
受
け
い
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

　
ω
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
臨
に
基
く
二
信
仰
派
併
存
体
制
期
　
一
六
四
九
年
三
月
－

　
三
十
年
戦
争
の
非
常
事
態
の
な
か
で
崩
壊
し
た
二
信
仰
派
併
存
体
制
は
、
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
、
従
前
よ
り
、
よ
り
厳
密
化
、
徹
底
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
形
で
回
復
さ
れ
た
。
一
六
四
八
年
十
月
の
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
』
の
『
オ
ズ
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
条
約
』
は
、
特
に
、
ア
ゥ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ブ
ル
ク
に
対
す
る
項
目
を
設
け
て
、
市
の
体
制
を
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
承
認
し
た
。
ω
二
信
仰
派
の
市
内
併
存
鴇
§
ミ
w
§
ミ
§
。
教
会
配
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
ど
の
信
仰
告
白
間
の
諸
権
益
関
係
は
、
『
講
和
』
に
定
め
ら
れ
た
規
準
年
α
霧
冨
o
H
巴
巴
す
貯
で
あ
る
一
六
二
四
年
の
状
況
、
即
ち
、
当
市

で
は
一
六
三
一
年
ま
で
継
続
し
て
い
た
体
制
の
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。
α
聾
公
職
の
員
数
的
平
等
自
B
B
Φ
器
。
げ
①
勺
母
詳
鋒
。
市
参
事
会
の
議
席

を
は
じ
め
と
す
る
市
の
あ
ら
ゆ
る
公
的
職
務
は
、
二
信
仰
派
の
問
で
、
平
等
に
分
配
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
市
参
事
会
と
稲
密
顧
問
会
議
に
つ
い

て
は
、
そ
の
定
員
数
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
十
五
名
と
七
名
の
奇
数
で
あ
る
の
で
、
便
宜
的
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
を
一
名
の
多
数
派
と
す
る
が
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
公
平
が
生
じ
う
る
場
合
に
は
、
そ
の
一
名
を
交
代
制
に
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
ま
た
、
そ
の
他

の
す
べ
て
の
奇
数
名
演
と
一
名
職
は
、
任
期
ご
と
の
交
代
制
、
あ
る
い
は
、
当
該
の
職
と
重
要
性
に
お
い
て
対
応
す
る
別
の
職
と
あ
わ
せ
て
平

等
分
配
、
と
す
る
。
㈹
信
仰
告
白
ご
と
の
自
律
的
決
定
権
ミ
。
§
憶
ミ
§
。
教
会
、
学
校
、
婚
姻
な
ど
の
信
仰
告
白
に
関
係
す
る
制
度
、
事

件
に
つ
い
て
は
、
当
該
の
信
仰
告
白
の
機
関
、
メ
ン
バ
ー
が
自
律
的
に
運
営
し
、
ま
た
、
判
断
を
下
す
。

　
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
近
事
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
は
、
当
初
は
、
市
外
の
政
治
勢
力
の
強
調
の
下
に
、
し
か
し
、
後
に
は
、
む
し
ろ

自
発
的
に
、
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
』
を
遵
守
す
る
形
で
、
二
信
仰
派
併
存
体
綱
の
維
持
に
努
力
を
傾
け
た
。
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①
　
即
労
。
夢
℃
≧
茜
魯
客
砧
的
淘
書
黛
｝
》
ミ
畿
9
誘
繋
。
・
鼻
書
ミ
⇔
ヤ
寓
口
唇
。
ヴ
㊦
鵠
お
設
・
，
”
ゆ
ユ
■

　
押
ω
」
津
〔
以
下
、
郎
O
と
略
記
〕
一
三
六
八
年
は
、
い
わ
ゆ
る
ツ
ン
フ
ト
闘
争

　
の
年
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
市
政
府
体
制
が
刷
新
さ
れ
た
。

②
＜
σ
q
ピ
鼠
o
o
昌
。
さ
袋
り
黛
■
O
こ
ω
」
り
箪

③
男
ρ
切
島
●
H
押
ω
●
ま
3
切
．
ω
①
ご
観
ロ
σ
q
（
訂
ω
α
q
。
）
」
b
暑
き
§
毎
日
ら
ミ
ミ
下

　
ミ
§
o
ミ
§
§
鷺
苫
§
恥
k
ミ
’
誉
ミ
凄
§
ミ
ミ
ジ
b
u
α
の
×
目
I
b
σ
し
d
ρ
《
興
P
肩
口
σ
ぎ
σ
Q
①
ロ

　
お
①
ω
”
ω
。
置
目
ま
た
、
石
引
正
志
「
マ
ル
チ
ィ
ン
・
ブ
ー
ツ
ァ
ー
と
ア
ウ
ク
ス

　
ブ
ル
ク
の
宗
激
改
革
」
『
菅
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
　
三
九
』
一
九
八
六
年
、

　
一
五
三
頁
以
降
を
参
照
。

④
　
幻
ρ
じ
d
α
●
旨
、
。
・
．
も
。
O
り
磯
引
ω
鉱
μ
一
嘗
α
q
℃
二
二
．
9
匂
。
。
・
q
O
宍

⑤
　
閃
○
、
切
畠
．
紙
押
ω
．
ω
⑤
心
律

⑥
『
仮
信
条
協
定
』
は
、
二
六
条
か
ら
成
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
激
義
の
う

　
ち
、
聖
職
者
の
結
婚
と
俗
人
釜
杯
（
い
ず
れ
も
二
黒
条
）
は
認
め
ら
れ
た
が
、
他

　
の
条
項
は
、
，
彼
ら
に
と
っ
て
、
受
け
い
れ
が
た
い
内
容
で
あ
っ
た
。
義
軍
（
四
条
）
、

　
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（
一
四
－
二
一
条
）
、
ミ
サ
（
二
二
～
二
五
条
）
に
つ
い
て
の
規
定

　
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
解
釈
の
僅
か
な
緩
和
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
洗
礼
に
お
け
る

　
魏
抽
使
用
、
聖
職
者
の
法
衣
着
用
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
祝
祭
日
の
遵
守
（
い
ず
れ

　
も
二
六
条
）
な
ど
は
、
以
前
か
ら
、
プ
㍑
テ
ス
タ
ン
ト
派
が
告
発
し
て
い
た
項
目

　
で
あ
っ
た
。
く
σ
q
炉
菊
ρ
b
d
α
■
囲
く
㌧
恥
．
叢
り
津

⑦
潟
Q
、
切
島
獄
く
層
ω
’
二
H
津
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
聖
職
者
た
ち
は
、
こ
れ
に

　
強
く
反
対
し
た
が
、
結
局
、
辞
職
し
て
市
外
退
去
す
る
者
と
譲
歩
す
る
者
と
に
分

　
裂
し
た
。

⑧
菊
ρ
切
α
」
＜
ヤ
ω
●
ミ
Q
。
塗

⑨
　
や
≦
碧
日
σ
毎
昌
ρ
N
§
ミ
き
矯
冬
防
q
ご
謹
§
凡
§
既
隷
ミ
恥
封
織
鳳
闇
≦
｛
霧
σ
9
α
①
轟

　
お
。
。
。
。
、
。
。
．
一
お
h
．
〔
以
下
、
N
囚
と
略
記
。
〕

⑩
N
潤
菊
ρ
b
6
畠
．
H
く
、
ω
．
ミ
O
沖

⑪
菊
ρ
望
「
H
＜
㌧
ω
．
b
。
㊤
b
。
塗

⑫
幻
ρ
じ
u
o
」
＜
㌧
ω
．
禽
ω
歪

⑬
U
・
じ
σ
寓
野
島
、
U
霧
く
巴
饒
瓢
一
回
冴
α
霞
宍
g
h
。
。
。
。
。
｛
9
り
窪
断
p
＞
唱
α
q
ω
ぴ
弓
σ
q
呂
密

　
三
G
。
一
忠
◎
◎
、
智
鳶
さ
憎
き
§
賦
課
憶
馬
§
動
瀞
婿
｝
碇
魯
窓
碍
ミ
、
切
縁
ミ
ミ
空
馬
逡
ミ
昏
ミ
馬

　
一
9
H
㊤
刈
◎
ω
噛
ト
コ
Q
Q
蹟
．

⑭
潤
穴
9
ぎ
昌
耳
§
き
さ
∪
旨
き
σ
q
。
・
9
触
σ
q
⑦
二
〈
巴
①
民
霞
。
。
霞
。
嘗
｝
§
w
ミ
ミ
粛
§

　
§
恥
守
窮
勘
ミ
騎
西
．
黛
q
跳
馬
慢
西
詩
ミ
魯
ぎ
O
＄
き
詩
ミ
魯
四
望
ミ
ミ
恥
一
り
H
c
◎
Q
。
P
。
。
。
心
り
刈

　
臣
∴
男
’
ω
は
①
〈
o
b
N
篇
『
Ω
①
ω
o
小
島
齢
。
α
①
ω
〉
目
α
Q
ω
σ
眉
H
α
q
o
巴
岡
（
㊤
一
①
コ
岱
Φ
湊
霞
。
一
け
の

　
巳
鼠
匹
霧
図
既
。
プ
ω
富
σ
q
鵠
く
。
昌
一
α
⑩
轡
N
鶏
食
事
、
母
W
§
恥
ン
馬
無
ミ
胸
象
富
壽
譜
唾
ミ
蕊
偽

　
、
ミ
句
ミ
さ
笥
9
§
§
ミ
さ
袋
O
畏
硝
メ
H
Q
。
Q
。
ρ
ω
9
嵩
『
識
。

⑮
『
復
旧
勅
令
』
は
、
一
五
五
二
年
以
降
に
没
収
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
教
会
財
産
の

　
無
条
件
回
｛
復
、
帝
国
藩
…
身
分
の
脅
圃
級
聖
職
者
に
服
属
す
る
領
空
諸
身
分
の
儒
仰
選

　
択
権
を
承
認
し
た
『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
王
の
宣
言
』
文
霞
の
無
効
化
、
ア
ゥ
ク

　
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
一
員
と
し
て
黙
認
さ
れ
て
い
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
非
合

　
膨
化
な
ど
、
『
宗
教
平
和
』
を
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
立
場
で
厳
格
に
解
釈
し
、
そ
の

　
実
行
を
命
令
す
る
内
容
を
も
つ
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
二
信
仰
派
併
存
体
制
は
、

　
『
宗
教
平
和
隔
違
反
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
復
旧
勅
令
』
に
基
く
力
ト
リ

　
ッ
ク
派
の
攻
勢
の
余
波
を
う
け
て
、
市
は
カ
ト
リ
ッ
ク
派
化
さ
れ
た
。
〈
σ
q
一
¶
口
①
一
【
－

　
閃
①
ご
奪
典
9
悔
◎
。
．
謀
α
靹
∴
自
■
涛
一
＃
o
さ
U
魯
　
q
話
℃
『
鐸
ロ
σ
q
血
。
ω
菊
①
⑳
二
ε
－

　
鉱
。
瓢
ω
①
急
罵
富
、
ミ
象
ミ
ぴ
h
富
N
職
W
題
ミ
ミ
刈
◎
誌
り
9
。
・
．
①
N
傘
ま
た
、
前
掲
の

　
拙
稿
の
関
連
箇
所
を
参
照
。

⑯
匪
営
薫
炉
螢
6
．
O
‘
ω
．
ω
。
。
鴎
¶

⑰
閃
σ
。
民
避
ω
．
。
。
り
塗

⑱
国
9
巳
p
ω
誌
ζ
．

⑲
図
σ
①
巳
ρ
㌧
の
●
爵
や

⑳
　
通
例
と
し
て
、
一
六
四
八
年
十
月
二
四
日
に
締
結
さ
れ
た
対
フ
ラ
ン
ス
講
和
で

　
あ
る
『
ミ
ュ
ソ
ス
タ
ー
条
約
』
と
、
同
日
に
締
結
さ
れ
た
対
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
講
和

　
で
あ
る
『
オ
ズ
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
条
約
臨
と
を
あ
わ
せ
て
、
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
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の
講
和
』
と
呼
ぶ
。
周
知
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
…
デ
ン
な
ど
に
対
す

る
領
土
確
定
、
ス
イ
ス
の
独
立
承
認
、
帝
国
内
の
領
小
君
空
に
対
す
る
「
岡
際
法

的
主
権
」
の
承
認
な
ど
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
帝
岡
内
の
信
仰
対
立
問
題

は
、
『
オ
ズ
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
条
約
』
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
　
一
五
五
五
年
の
『
宗

教
平
和
』
に
基
い
て
、
皇
帝
と
帝
国
は
信
仰
対
立
問
題
の
仲
裁
機
関
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
た
め
に
、
帝
国
機
闘
の
構
成
は
二
僧
仰
派
併
存
と
し
、
そ
の
決
定
は
、
多
数

決
で
は
な
く
、
二
信
仰
派
の
一
致
に
基
く
こ
と
、
領
邦
君
主
の
信
仰
選
択
権
原
則

　
は
、
今
後
は
、
規
準
年
と
し
て
定
め
ら
れ
た
～
六
二
根
国
の
状
況
に
基
い
て
適
用

　
す
る
こ
と
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
を
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
の
信
仰
問
族
者
と

　
し
て
承
認
す
る
こ
と
な
ど
が
、
確
認
さ
れ
た
。
　
こ
れ
に
よ
り
、
『
宗
教
平
和
』
が

　
抱
え
て
い
た
多
く
の
不
明
確
な
論
点
が
、
と
り
あ
え
ず
除
虫
さ
れ
た
。
＜
σ
q
r

　
N
o
①
α
①
ジ
g
麟
O
こ
Q
q
■
一
同
蒔
ゑ
。

⑳
N
溶
ω
藁
。
。
ζ
9

＠
　
本
｛
草
の
註
⑳
を
参
照
。
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三
　
都
市
住
民
間
の
信
仰
告
白
分
布

　
以
下
の
諸
章
で
は
、
二
信
仰
派
併
存
体
馬
下
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
市
内
の
実
情
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
本
章
で
は
、
都
市
住
民
間
の
信
仰
告

白
の
分
布
を
定
量
的
な
側
面
か
ら
考
察
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
前
近
代
初
期
ま
で
の
時
代
に
関
す
る
歴
史
研
究
の
宿
命
と
し
て
、

常
に
、
お
お
よ
そ
の
数
値
を
も
っ
て
実
情
を
推
定
す
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
住
民
人
口
に
つ
い
て
の
言
及
は
数
多
い
。
十
九
世
紀
末
の
ブ
フ
の
研
究
は
、
一
四
九
八
年
ま
で
の
市
の
人
口
を
約

二
〇
、
○
0
0
、
一
五
五
四
年
で
約
三
一
、
○
○
○
、
一
六
〇
四
年
で
約
四
〇
、
○
○
○
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
各
時
期
の
納
税
義
務
者
数

に
、
経
験
的
に
策
定
し
た
指
数
三
・
七
五
を
か
け
た
値
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
、
今
日
で
も
、
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
彼
は
、
市
の
人
口
は
、
中
世
末
か
ら
一
六
〇
四
年
ま
で
増
大
を
続
け
、
そ
の
後
、
一
六
一
八
年
ま
で
停
滞
状
態
を
を
保
つ
が
、
三
十
年
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

争
時
に
大
き
く
減
少
し
た
と
、
そ
の
時
代
的
変
動
を
推
定
し
て
い
る
。
近
年
の
研
究
と
し
て
、
ヤ
ー
ン
の
算
定
は
、
十
五
世
紀
末
で
約
一
八
、

○
○
○
人
、
一
六
一
八
年
半
三
三
五
、
○
○
○
人
と
し
た
上
で
、
一
六
一
八
年
ま
で
は
増
大
傾
向
を
辿
っ
た
が
、
三
十
年
戦
争
時
に
は
、
一
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

的
に
、
そ
の
六
割
に
ま
で
減
少
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
一
六
一
八
年
の
人
口
を
三
二
、
○
0
0
か
ら
三
四
、
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

○
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
レ
ッ
ク
の
最
新
の
算
定
に
よ
れ
ば
、
一
六
一
八
年
半
人
口
は
四
〇
、
○
○
○
を
越
え
て
い
た
が
、
戦
争
期
間
中
の
三

五
年
に
は
一
六
、
O
O
O
、
四
五
年
に
は
二
〇
、
○
○
○
程
度
に
減
少
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
数
値
の
些
か
恣
意
的
な
平
均
計
算
で
は
あ
る
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が
、
こ
こ
で
は
、
市
の
人
口
は
、
十
五
世
紀
末
に
二
〇
、
○
○
○
人
山
、
そ
れ
か
ら
も
増
大
を
続
け
て
、
＝
企
八
年
に
は
三
五
、
○
○
○
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

越
え
る
が
、
そ
の
後
の
三
十
年
戦
争
期
に
は
そ
の
半
数
近
く
ま
で
減
少
し
た
と
判
断
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
本
稿
の
対
象
と
な
る
時
期
に
、
都
市
住
民
の
絶
対
的
な
過
半
数
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
確
実
で
あ
る
。
当
市
で

活
動
し
た
最
初
の
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
士
呈
出
シ
ウ
ス
勺
Φ
霞
器
O
㊤
蝕
ω
葺
ω
が
、
来
市
四
年
目
の
一
五
六
三
年
に
、
市
内
の
信
仰
状
況
に
つ
い

　
　
　
　
　
⑥

て
書
い
た
報
告
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
住
民
数
は
全
体
の
僅
か
十
分
の
一
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
彼
の
活
動
の
困
難

さ
に
由
来
す
る
表
現
の
誇
張
を
斜
碧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
、
そ
の
た
め
に
こ
の
数
字
を
倍
加
す
る
と
し
て
も
、
当
時
の
人
口
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

三
二
、
○
○
○
の
二
割
は
六
、
四
〇
〇
に
し
か
な
ら
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
オ
ッ
ト
ー
も
、
一
五
五
九
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
住
民
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

口
を
七
、
○
○
○
人
と
す
る
書
簡
を
残
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
史
を
辿
る
と
、
そ
の
後
、
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
の
積
極
的
な
活
動
の
成
果
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
⑩

て
、
市
住
民
の
間
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
へ
の
改
宗
の
動
き
が
生
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
シ
ラ
…
は
、
一
五
八
三
年
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
採
用
紛

争
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
を
全
住
民
の
2
0
％
、
一
六
一
八
年
の
三
十
年
戦
争
勃
発
時
の
そ
れ
を
2
7
％
、
戦
争
期
問
中
の
三
五
年
の
そ
れ
を
2
7
％
、

四
五
年
の
そ
れ
を
3
1
％
と
算
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
も
大
ま
か
な
判
断
で
は
あ
る
が
、
市
内
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派

の
人
口
比
率
は
、
宗
教
改
革
の
導
入
か
ら
　
五
六
〇
年
代
ま
で
は
、
2
0
％
対
8
0
％
、
そ
の
後
、
徐
々
に
前
者
が
増
大
し
、
三
十
年
戦
争
期
に
は
、

30

淘
ﾎ
7
0
％
に
ま
で
推
移
し
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
都
市
の
全
住
民
に
お
け
る
信
仰
派
比
率
が
、
そ
の
ま
ま
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層
を
通
じ
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
。
次

に
、
比
較
的
、
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
都
市
貴
族
階
層
に
関
す
る
数
値
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
層
の
相
違
に
よ
る
信
仰
派
比
率
の
異

同
に
つ
い
て
の
評
価
を
得
た
い
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
市
は
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
お
よ
そ
五
〇
の
都

市
貴
族
家
系
を
擁
し
て
い
た
。
仮
に
、
婦
人
と
子
供
を
含
め
て
、
一
家
系
が
十
名
か
ら
二
十
名
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
数
は
五
〇
〇
名
か
ら

一
、
○
○
○
名
と
な
る
。
こ
れ
は
、
市
の
全
人
口
の
5
％
を
決
し
て
越
え
な
い
値
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
表
1
と
表
H
は
、
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
と
ヴ
ァ
ル
ム
ブ
ル
ン
の
研
究
に
基
い
て
作
成
し
た
、
十
六
世
紀
中
葉
か
ら
三
十
年
戦
争
の
終
結
ま
で
の
期
53　（213）



表1　都市貴族の家系数とその信仰告白

プロテスタント派系の家系

プロテスタ
ント派が多
数の家系

プロテスタ
ント派だけ
の家系

カトリック派系の家系

ッ
多
系

リ
が
家

ト
派
の

カ
ク
数

カトリッ
ク派だけ
の家系

全家系

－
　
　
　
r
D
　
　
　
「
0
　
　
　
『
0
　
　
　
戸
D
　
　
　
5

2
　
2
7
　
3
0
　
3
0
　
4
4
　
4
8

3
　
3
2
　
3
5
　
3
5
　
4
9
　
5
3

3
　
　
　
7
　
　
　
7
　
　
　
7
　
　
　
7
　
　
　
7

2
　
8
　
8
　
2
1
　
2
1
　
2
1

5
　
1
5
　
1
5
　
2
8
　
2
8
　
2
8

8
　
4
7
　
5
0
　
6
3
　
7
7
　
8
1

一1538年

1538年一

1555年一

1628年一

1632年一

1648年一

　但し，蓑の期間における移住，後継者欠如などによる個別的な家系断絶については，確認できな

かった。従って，特に，十七世紀にはいってからの家系総数は，実際は，表の数値よb少なかった

可能性があるが，その晴代については，本章の考察から除外される。

間
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
、
都
市
貴
族
家
系
数
と
そ
の
信
仰
告
白
、
及
び
、
都
市
貴
族

出
自
の
市
参
事
会
員
の
家
系
別
個
人
数
と
そ
の
信
仰
告
白
で
あ
る
。
都
市
貴
族
家
系
は
、

こ
の
期
間
に
、
廷
べ
池
園
に
わ
た
っ
て
、
メ
ー
ラ
ー
匿
①
腎
禽
、
そ
し
て
カ
オ
フ
ロ
イ

テ
鎖
p
鼠
一
Φ
暮
①
と
い
わ
れ
る
裕
福
な
商
人
階
層
か
ら
補
充
さ
れ
て
、
増
大
し
た
。
ま

ず
、
一
五
三
八
年
の
時
点
で
、
旧
来
の
都
市
貴
族
家
は
、
移
住
や
継
承
者
欠
如
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

断
絶
の
た
め
に
、
僅
か
八
家
系
に
ま
で
減
少
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
年
に
、
彼
ら

に
割
り
あ
て
ら
れ
て
い
た
市
参
事
会
議
席
を
満
た
し
、
ま
た
、
都
市
貴
族
階
層
全
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

血
統
の
活
性
化
を
は
か
る
た
め
に
、
三
九
家
の
大
幅
な
増
員
が
行
わ
れ
た
。
次
に
、
一

五
五
五
年
に
、
同
年
に
実
施
さ
れ
た
箭
参
事
会
制
度
の
一
部
修
正
の
一
環
と
し
て
、
三

　
　
　
　
　
　
　
⑭

家
系
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
信
仰
派
併
存
体
制
の
期
間
中
の
変
更
は
な
い
が
、

三
十
年
戦
争
に
よ
る
動
揺
期
に
二
回
、
そ
し
て
、
一
六
四
八
年
の
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー

レ
ン
の
講
和
』
に
基
く
体
制
の
た
め
に
一
回
、
増
員
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
、
二
八
年
に
、

『
復
旧
勅
令
』
に
基
く
カ
ト
リ
ッ
ク
派
支
配
の
市
参
事
会
樹
立
の
準
備
と
し
て
、
カ
ト

　
　
　
　
　
　
　
⑮

リ
ッ
ク
派
牽
三
家
系
が
、
三
二
年
に
、
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
占
領
下
の
プ
ロ
テ
ス
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ン
ト
派
支
配
の
市
参
事
会
の
た
め
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
十
四
家
系
が
、
そ
し
て
、

四
八
年
に
、
二
信
仰
派
員
数
平
等
の
市
参
事
会
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
四
家
系
が
追

　
　
　
⑰

加
さ
れ
た
。

　
表
1
か
ら
、
ま
ず
、
わ
か
る
こ
と
は
、
市
の
住
民
全
体
に
つ
い
て
の
比
率
よ
り
、
幾

分
、
接
近
し
て
い
る
と
し
て
も
、
や
は
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
家
系
が
多
数
派
を

54（2エ4）



アウグスブルク市の二信仰派併存体制（永田）

　　　　　　　蓑丑　1548－1648年にお．ける市参事会員の家系別飼人数とその信仰告白

カトリック派の市開脚会

員だけの家系

　　　　　　　　　個人数

t

プロテスタント派の市参　二

事会員だけの

家系

　　　　系

優人数

信仰派の市参事会員を擁する家

り
派
人

ト
ク
個

カ
ッ
の
数

1538年

以前か

らの都

．市費族

Ilsung 8
Langenmantel

　vom　Sparren

Ravensburger 1
1

Rehlinger

H6rwart

Welser

Langenmantel

　　　vom　Rad

8
4
1

2
ー
エ

6

テ
ソ
の
数

ロ
タ
派
人

プ
ス
ト
個

3
　
2
4
　
4
晶

1538年

の新都

市貴族

Fugger

Rembold
Paumgartner

Pfister

Roth

Mayr

13

T
4
4
2
2

Hainzel

von　Stetten

Lauinger

Stammler

Ulstatt

V6hlin

Endorfer

Sultzer

Honold

Rudolf

7
7
6
4
4
3
2
2
1
1

工mhof

Walther

Peutinger

Reyhing

サ

14

P
4
2

9
一
6
1
1

E

1

1

1555年の新都

s貴族
Sch1｛isselfelder 1

1628年

の新都

．市貴族

Fesenmayr
Schellenberger

Bechler

Zech

9
回
9
一
1
1

1632年

．の新都

市貴族

dsterreicher

Buroner

I－loser

Bimmel
Furtenbach

Hainhofer

I’lopfer

Scheler

Steininger

Stenglin

Thenn

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1648年
の新都
’市貴族

Weifi

Z6be1 1
1

1
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占
め
る
こ
と
で
あ
る
。
二
信
仰
派
併
存
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
一
五
四
八
年
か
ら
一
六
二
八
年
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
す
る
な
ら
ば
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
派
が
三
五
家
（
一
五
五
五
年
ま
で
は
三
二
家
）
で
、
十
五
家
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
を
圧
倒
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
改
革
体
当
の
下
で

登
用
さ
れ
た
た
め
に
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
派
十
家
系
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
二
九
家
系
と
い
う
対
比
を
示
す
一
五
三
八
年
の
新
し
い
家
系
が
、
当

時
の
全
家
系
の
な
か
で
、
ほ
ぼ
八
割
（
五
〇
家
系
中
、
三
九
）
を
占
め
る
と
い
う
事
情
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
八
年
以
前
か
ら
の

都
市
貴
族
に
つ
い
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
五
家
系
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
も
三
家
系
あ
り
、
必
ず
し
も
、
旧
来
の
家
系
が
宗
教
改
革

の
反
対
派
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

　
次
に
、
表
1
と
表
H
で
興
味
深
い
の
は
、
一
般
に
、
家
門
内
で
の
統
一
性
が
要
求
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
都
市
貴
族
家
系
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
市
で
は
、
双
方
の
信
仰
告
白
の
個
人
を
抱
え
る
家
系
が
、
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
一
六
二
八
年
以
降
に
登
用
さ
れ
た

家
系
を
除
外
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
、
一
，
一
信
平
冠
を
擁
す
る
家
系
は
、
全
家
系
五
〇
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
に
あ
た
る
十
二
家
を
数
え

る
。
そ
の
う
ち
、
四
分
の
三
に
あ
た
る
八
家
系
は
、
双
方
の
信
仰
派
の
市
参
事
会
員
を
煮
出
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
数
字
は
、
帯
参
事
会

員
を
擁
し
た
全
家
系
の
ほ
ぼ
三
割
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
比
率
は
、
双
方
の
信
仰
派
を
擁
す
る
都
市
貴
族
家
系
は
、
決
し
て
例
外
的
な
存
在
で

は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
家
系
の
多
く
で
は
、
双
方
の
影
響
派
の
個
人
が
、
と
も
に
、
そ
の
家
系
を
代
表
す
る
地
位
を
占
め

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
家
系
は
、
市
の
社
会
的
、
経
済
的
活
動
の
分
野
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ぼ
、

市
を
代
表
す
る
有
力
な
立
場
に
あ
っ
た
。
一
五
四
八
年
か
ら
＝
ハ
四
九
年
の
期
間
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
市
参
事
会
員
を
十
一
名
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
派
の
そ
れ
を
嘉
名
、
輩
出
さ
せ
た
ヴ
ェ
ル
ザ
ー
芝
①
『
富
家
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
フ
ッ
ガ
ー
家
と
並
ぶ
大
商
業
資
本
で
あ
り
、
ニ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ル
ン
ベ
ル
ク
、
ウ
ル
ム
、
ラ
ー
フ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
貴
族
階
層
に
も
、
同
族
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
六
名
と
四
名
の
甫
参

事
会
員
を
擁
し
た
ラ
ン
ゲ
ン
マ
ン
テ
ル
・
フ
ォ
ム
・
ラ
ー
ト
い
雪
σ
q
曇
霞
帥
簿
鉱
く
。
鑓
切
子
家
は
、
十
四
世
紀
以
来
の
旧
家
で
あ
り
、
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

世
紀
に
お
い
て
も
、
数
多
く
の
教
育
、
社
会
福
祉
施
設
の
基
金
を
提
供
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
、
一
五
四
八
年
以
来
、
市
参
事
会
員
の
定
員
数
四
五
（
五
五
年
ま
で
は
、
四
一
）
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の
う
ち
、
三
分
の
二
を
越
え
る
三
一
が
、
都
市
貴
族
階
層
の
手
中
に
あ
り
、
更
に
、
市
の
権
力
中
枢
に
あ
た
る
主
要
な
執
行
職
は
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
都
市
政
府
内
の
信
仰
派
比
率
は
、
全
住
民
の
そ
れ
、
ま
た
、
年
算
貴
族
階
層
の
そ

れ
と
異
っ
た
傾
向
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
回
答
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
一
五
四
八
年
、
及
び
、
一
五
五
五
年
か
ら
＝
ハ
四
九
年
ま

で
の
期
間
に
お
け
る
市
参
事
会
員
の
信
仰
告
白
分
布
を
表
わ
す
表
皿
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
一
六
三
一
年
以
降
の
単
一
信
仰
派
支
配
の
時
期
を

除
外
し
て
考
え
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
割
合
が
、
全
体
と
し
て
、
僅
か
に
大
き
く
、
ま
た
、
年
代
と
と
も
に
、
徐
々
に
上
昇
し
て
い
く
が
、

アウグスブルク市の二信仰派併存体制（永田）

表皿　1548一工649年における市参事会員の信仰膏白

フロアス
タント派

カトリッ

ク派年次
フPアス
タソト派年次 隙リツ

22

Q0

Q1

Q0

P9

@
1
8
　
1
6
0
4
5
0
2
2

23

Q5

Q4

Q5

Q6

@
2
7
　
2
9
3
9
0
3
7
2
3

1572－73

1574

1575－79

1580－82

1583－97
1598

　－1628

1629－30

1631

1632－35

1635－48

1649

21

@
　
2
2
2
3
2
2
2
1
2
0
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

20

@
　
2
3
2
2
2
3
2
4
2
5
2
7
2
6
2
5
2
4
2
3
2
2

1548

1556－57

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564－65

1566－67

1568－69

1570－71

騙し，1631年，及び，1635－48年は，人材不足による欠員がある。

い
つ
の
時
期
に
も
、
決
し
て
、
そ
れ
は
彼
ら
の
一
方
的
な
支
配
で
あ
っ
た
と
は
い
い

が
た
い
。
反
対
に
、
一
五
四
八
年
、
五
八
年
、
七
〇
年
、
七
一
年
に
は
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
派
が
一
名
の
多
数
派
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
要
な
執
行
職
に

お
け
る
信
仰
派
比
率
と
な
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
を
大
き
く

凌
駕
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
確
定
す
る
に
十
分
な
資
料
が
不
足
し
て
い
る

が
、
二
信
仰
派
併
存
体
制
期
の
市
参
事
会
が
成
立
し
た
年
で
あ
る
一
五
四
八
年
の
そ

れ
を
示
し
た
表
W
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
血
温
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
が
圧
倒

的
な
多
数
派
で
あ
る
。
ま
た
、
一
見
、
奇
異
に
映
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
独
占
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

名
の
都
市
顧
問
に
つ
い
て
も
、
特
別
な
意
味
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と

り
の
し
・
ラ
ー
フ
ェ
ン
ス
ブ
ル
ガ
ー
ピ
①
o
図
騨
く
①
昌
ω
び
舞
α
q
零
は
、
む
し
ろ
「
仮
納

条
協
定
派
」
を
称
し
て
お
り
、
皇
帝
側
か
ら
は
、
「
容
易
に
カ
ト
リ
ッ
ク
派
へ
の
改

宗
を
行
い
う
る
」
人
物
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
。
い
ま
ひ
と
り
の
M
・
ウ
ル
シ
ュ
タ
ッ

ト
窯
鍵
x
¢
屋
審
無
は
、
確
信
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
が
、
＝
カ
で
、

皇
帝
へ
の
忠
誠
を
表
明
し
て
い
た
。
そ
の
後
の
年
代
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
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表N　1548年の市政府主要執行職

プPテス
タソF派

カトリッ

ク派

20

14

都市顧問
Stadtpfleger

補佐役
Zusatze

枢密顧問会議

Geheimer　Rat

15

03

都市代表BUrgermeisetr

経理一施設陰毛袋Bauherren

で
は
あ
る
が
、
一
五
六
四
年
の
枢
密
顧
問
会
議
、
即
ち
、
都
市
顧
問
二
名
と
そ
の
補
佐
一
五
名
は
、
い

ず
れ
も
カ
ト
リ
ッ
ク
派
で
あ
っ
た
こ
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
が
市
参
事
会
で
一
名
の
多
数
派
と
な
っ

た
一
五
七
〇
年
と
七
一
年
の
そ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
六
名
と
プ
μ
テ
ス
タ
ン
ト
派
一
名
で
構
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　
本
章
の
考
察
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
二
信
仰
派
併
存

体
制
期
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
市
住
民
の
圧
倒
的
多
数
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の

割
合
は
、
社
会
の
上
層
に
、
ま
た
、
市
の
権
力
中
枢
に
向
う
ほ
ど
、
次
第
に
小
さ
く
な
る
傾
向
を
示

す
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
が
決
定
的
に
優
勢
で
あ
る
の
は
、
市
の
最
も
重
要
な
い
く
つ
か
の
執
行
職
に

お
い
て
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
双
方
の
信
仰
派
の
個
人
を
擁
す
る
都
市
貴
族
家
系
の
存
在
が
示
宣

す
る
よ
う
に
、
市
内
に
お
け
る
二
信
仰
派
間
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
敵
対
的
で
あ
っ
た
と
は
賂
え
な

い
。

①
〉
昌
切
q
銃
声
＄
魯
§
薦
§
恥
ミ
需
§
ミ
吻
魯
9
§
亀
戸
切
p
ヨ
げ
臼
σ
q
お
㊤
ω
℃
ω
」
ω
h

　
一
四
九
八
年
の
納
税
義
務
者
は
五
、
琶
七
一
名
、
一
五
五
四
年
は
八
、
二
四
二
名
、

　
一
六
〇
四
年
は
一
〇
、
三
八
八
名
で
あ
る
。

②
　
旨
冒
げ
ジ
〉
轟
ω
σ
嘆
σ
q
ω
田
コ
≦
9
器
霊
夢
一
一
郵
貯
①
。
冒
げ
ヨ
β
ロ
9
芦
匹
昌

　
。
。
3
週
目
。
駐
。
げ
書
く
。
蒔
田
。
互
N
ミ
恕
ミ
ミ
濤
山
守
奪
ミ
画
題
書
卜
§
魯
薦
割
目
ミ
“
》
鳶

　
ω
Φ
も
㌧
ド
リ
『
9
ω
’
ω
◎
。
O
卑

③
男
b
⇔
冨
＆
貯
σ
q
⑦
5
＜
費
ω
ロ
9
回
。
ぎ
窪
切
石
け
巨
き
養
σ
q
α
①
『
ζ
一
個
8
尻
。
註
。
匿
ぎ

　
傭
窪
閃
鉱
9
ω
ω
＄
臼
〉
轟
ω
9
憎
σ
q
ぎ
ヨ
国
民
①
山
⑦
ω
陰
．
ぼ
。
。
建
ヨ
〉
落
雪
σ
Q
9
。
。

　
一
。
。
幽
智
鐸
ゴ
註
窪
貫
国
◆
寓
9
ω
o
冥
o
F
い
ω
琶
。
≦
（
年
ω
σ
Q
．
）
”
9
ミ
§
鼻
Q

　
塙
§
篤
ミ
逡
ミ
鳥
ミ
§
b
ω
9
ひ
け
σ
Q
当
帰
お
鵡
b
幹
蒔
9

④
＜
α
Q
野
N
ち
り
」
G
。
伊

⑤
　
な
お
、
局
．
殉
α
二
σ
q
層
b
鳶
ミ
ミ
§
ミ
鶏
ぎ
切
ミ
ミ
§
ミ
糺
蝕
器
“
き
ミ
§
恥
切
鵠
芋

鷺
§
§
怨
§
L
§
ミ
袋
、
ミ
”
o
α
ヰ
貯
σ
q
窪
δ
Φ
斜
F
・
レ
ー
リ
ヒ
、
魚
住
昌
良
、

　
小
倉
欣
一
訳
『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
と
市
民
文
化
臨
創
文
社
、
一
九
七
八
年
は
、

　
市
の
人
口
を
、
十
五
世
紀
の
段
階
で
一
万
か
ら
一
万
八
千
と
、
ま
た
、
今
来
陸
郎

　
『
都
市
と
市
民
』
至
誠
裳
、
一
九
七
三
年
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け

　
て
の
時
期
で
、
一
万
八
千
を
越
え
る
と
し
て
い
る
。

⑥
．
、
…
§
ミ
§
日
陰
、
o
喝
ミ
織
§
w
篭
ミ
携
ぎ
ミ
§
亀
恥
袋
§
ζ
ミ
ぎ
ミ
一
画
喧
へ
無
§

　
唖
愚
ミ
馬
§
誉
§
．
、
＜
σ
q
囲
．
N
姻
ω
」
。
。
9

⑦
N
押
ω
．
お
①
●

⑧
　
N
溶
ω
・
逡
P
（
一
五
五
九
年
三
月
二
九
日
付
書
簡
）

⑨
本
稿
の
第
四
、
五
章
を
参
照
。
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⑩
び
’
の
魯
…
①
」
b
蕊
偽
粛
§
恥
ミ
喧
喧
さ
ミ
、
“
誉
概
ミ
さ
瓦
全
造
§
§
註

　
謡
ミ
偽
魯
巽
薦
凡
ミ
騨
蕊
ミ
、
ミ
翫
ミ
亀
鑓
ミ
§
誉
§
N
ミ
ご
9
♪
ン
漆
ロ
。
冨
コ
お
い
。
。
。
博
。
。
梱
♂
．

⑪
　
N
澱
触
ω
．
器
b
a
津

⑫
謡
め
。
。
「
認
ω
．

⑬
鋸
く
b
．
ω
b
。
b
。
。

⑭
　
N
鮮
。
。
●
認
心
．
彼
ら
は
、
古
く
か
ら
当
市
の
都
市
貴
族
家
系
と
多
く
の
血
縁
関

　
係
を
保
っ
て
い
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
そ
れ
か
ら
、
招
聰
さ
れ
た
。

⑯
　
N
ぢ
ω
・
G
。
ト
っ
野
『
復
旧
勅
令
隔
発
撫
の
前
年
の
う
ち
に
、
皇
帝
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン

　
ト
ニ
世
の
介
入
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
が
、
市
に
、
カ
ト
リ

＠＠＠＠＠＠＠
ッ
ク
派
支
配
の
市
参
事
会
が
実
現
す
る
の
は
、

あ
る
。

一
六
三
一
年
に
な
っ
て
の
こ
と
で

N
同
く
㌧
o
◎
’
も
Q
卜
。
野

N
嗣
（
”
ω
’
も
。
b
。
蒔
．
四
家
系
と
も
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
で
あ
る
。

本
稿
の
第
二
章
を
参
照
。

N
丙
蝸
ω
．
Q
O
ω
ω
臣

N
丙
い
ω
“
ω
繋
爪
■

N
囚
　
ω
．
一
H
O
や

N
内
い
ω
．
一
Q
◎
G
Q
や

四
　
聖
ウ
ル
り
ヒ
教
会
の
施
設
共
同
使
用

アウグスブルク市の二信仰派併存体制（永田）

　
都
市
共
同
体
の
内
部
に
複
数
の
信
仰
告
白
が
存
在
す
る
場
合
に
、
信
仰
告
白
を
め
ぐ
る
利
害
対
立
が
生
じ
る
こ
と
は
、
回
避
し
が
た
い
。
「
宗

教
的
寛
容
」
の
理
念
を
、
未
だ
知
識
人
層
の
間
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
大
多
数
の
人
々
の
思
惟
は
、
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

教
改
革
運
動
に
よ
っ
て
、
再
び
、
活
性
化
し
て
い
た
一
共
同
体
一
信
仰
告
白
の
観
念
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
十
六
世
紀
に
お
い
て
は
、

そ
の
対
立
は
、
生
活
の
様
々
な
局
面
に
お
い
て
発
生
し
、
ま
た
、
容
易
に
深
刻
な
事
態
と
化
し
た
は
ず
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派

と
プ
μ
テ
ス
タ
ソ
ト
派
が
、
ひ
と
つ
の
教
会
施
設
を
共
同
使
用
し
た
が
た
め
に
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
よ
う
な
困
難
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
甕
ウ
ル
リ
ヒ
教
会
の
場
合
を
、
年
代
を
追
っ
て
検
討
す
る
。

　
一
五
四
八
年
八
月
上
句
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
、
『
仮
信
条
協
定
』
の
受
諾
に
伴
っ
て
、
二
信
仰
派
の
併
存
体
制
が
成
立
し
た
。
そ
の

と
き
、
市
内
の
新
し
い
教
会
配
分
が
取
り
決
め
ら
れ
、
聖
ウ
ル
リ
ヒ
教
会
、
聖
ゲ
オ
ル
ク
教
会
、
聖
十
字
架
教
会
の
三
教
会
施
設
で
、
共
周
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

用
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
聖
ウ
ル
リ
ヒ
教
会
の
場
合
に
は
、
宗
教
改
革
以
前
の
所
有
者
で
あ
っ
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
修
道
会
が
、
そ

の
主
教
誤
算
窪
讐
匹
8
げ
Φ
を
は
じ
め
と
す
る
諸
施
設
を
回
復
し
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
も
、
主
教
会
の
す
ぐ
傍
に
位
置
す
る
説
教
会
堂
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③

℃
お
象
σ
q
跨
窪
ω
を
自
ら
の
教
区
教
会
と
し
て
使
用
す
る
権
利
を
得
た
。
従
っ
て
、
双
方
の
信
仰
派
は
、
今
後
は
、
教
会
堂
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
、
独
自
の
建
物
を
有
す
る
が
、
活
動
に
必
要
な
鐘
や
時
計
な
ど
の
諸
設
備
を
、
共
同
で
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
最
初
の
対
立
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
修
道
会
が
施
設
回
復
の
祝
典
を
催
し
た
直
後
の
八
月
十
四
臼
に
、
早
く
も
起
こ
っ
た
。
こ
の
日
に
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
住
民
の
請
願
を
う
け
た
市
参
事
会
は
、
修
道
院
長
ケ
プ
リ
ン
宣
犀
。
σ
囚
α
山
下
に
、
次
の
よ
う
な
指
示
文
書
を
送
っ
た
。

　
　
　
「
…
…
〔
条
項
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
〕
借
徒
代
表
器
。
ξ
ゆ
①
σ
q
霞
が
、
〔
主
〕
教
会
堂
内
に
あ
る
説
激
壇
を
取
り
は
ず
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
〔
プ
ロ

　
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
教
会
で
あ
る
〕
説
教
会
堂
に
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
条
項
、
彼
〔
修
道
院
長
〕
は
、
〔
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
住
民
が
〕
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
来
通
り
、
時
を
打
っ
て
説
教
の
時
間
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
信
徒
代
表
が
教
会
堂
に
は
い
る
鍵
を
も
つ
こ
と
に
同
意
す
べ
き
で
あ
る
。
－
・
…
」

　
し
か
し
、
ケ
プ
リ
ン
は
、
説
教
壇
の
移
動
は
承
諾
し
た
が
、
合
鍵
の
譲
り
渡
し
に
は
抵
抗
し
た
。
そ
こ
で
、
八
月
十
八
日
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
派
の
信
徒
代
表
は
、
次
の
よ
う
な
形
式
の
請
願
を
、
再
度
、
市
参
事
会
に
提
出
し
た
。

　
　
　
「
次
の
こ
と
が
、
導
入
さ
れ
、
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
、
市
参
事
会
の
配
慮
を
要
請
し
た
い
。
即
ち
、
従
来
の
二
名
の
寺
男
を
解
任
し
、
両
僑
働
蟻
ぴ
巴
幽
。

　
喝
錠
普
①
団
9
が
承
認
し
、
そ
し
て
、
〔
両
信
仰
派
の
〕
諸
用
務
を
行
う
一
名
の
毒
し
い
寿
男
を
採
用
す
る
こ
と
、
ま
た
、
他
に
説
教
の
時
を
知
ら
せ
る
手
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
が
な
い
の
で
、
我
々
が
鐘
を
打
つ
こ
と
を
、
市
参
事
会
が
修
道
院
長
に
承
諾
さ
せ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
」

　
こ
の
対
立
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
か
は
、
確
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
後
の
経
過
か
ら
推
察
し
て
、
修
道
院
側
は
、
ひ
と
ま
ず
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
派
の
要
求
を
容
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
事
件
以
来
、
聖
ウ
ル
リ
ヒ
教
会
の
紛
争
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
修
道
院

長
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
信
徒
代
表
の
対
立
に
、
市
政
府
が
仲
裁
を
試
み
る
と
い
う
形
を
と
る
。

　
一
五
五
〇
年
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
帝
国
議
会
に
際
し
て
、
皇
帝
カ
ー
ル
の
子
フ
ェ
リ
ペ
を
警
固
し
て
入
市
し
た
ス
ペ
イ
ン
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

兵
士
に
よ
っ
て
、
騒
擾
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
。
八
月
十
四
日
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
夕
刻
の
礼
拝
が
終
っ
た
後
に
、
数
名
の
修
道
士
に
先
導

さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
軍
兵
士
の
一
群
が
、
説
教
会
堂
に
乱
入
し
、
破
壊
と
略
奪
を
行
っ
た
。
同
時
代
の
年
代
記
作
者
マ
イ
ヤ
ー
勺
㊤
巳
頃
①
9
0
同

竃
9
貯
は
、
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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「
…
…
彼
ら
〔
兵
士
た
ち
〕
は
、
説
教
壇
と
、
人
々
が
説
教
を
聴
く
と
き
に
座
る
長
椅
子
を
破
壊
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
彼
ら
は
、
扉
や
窓
を
打
ち
破
り
、

ま
た
、
説
教
壇
に
か
け
る
布
や
、
洗
礼
に
用
い
る
布
を
納
め
て
あ
っ
た
長
持
や
、
貧
し
い
人
々
の
た
め
の
献
金
箱
と
金
庫
を
打
ち
嬉
し
た
。
そ
の
様
子
は
、

以
前
に
、
強
風
と
天
候
不
順
の
と
き
に
、
暴
徒
た
ち
が
説
教
会
堂
を
襲
っ
た
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
説
教
会
堂
に
あ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

破
壊
さ
れ
、
外
に
投
げ
だ
さ
れ
た
。
…
…
」

　
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
兵
士
た
ち
は
、
修
道
士
た
ち
の
喝
采
の
な
か
で
、
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
プ
質
テ
ス
タ
ン
ト
派
牧
師
ダ
バ
ザ
ー
宣
犀
○
げ

∪
ゆ
。
冨
曾
の
家
も
襲
っ
た
。
し
か
し
、
市
政
府
側
は
、
暴
徒
の
制
止
を
躊
躇
し
て
い
た
。
結
局
、
混
乱
は
、
皇
帝
側
の
司
法
官
に
よ
っ
て
収

拾
さ
れ
た
。
首
謀
者
た
ち
が
逮
捕
さ
れ
た
が
、
数
日
で
釈
放
さ
れ
た
。
ま
た
、
損
害
を
う
け
た
説
教
会
堂
の
修
復
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
工
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

中
に
も
、
小
さ
な
妨
害
や
い
や
が
ら
せ
行
為
が
続
い
た
。
こ
の
事
件
は
、
教
会
施
設
の
共
同
体
使
用
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
二
年
を
経
た
時
点
で
、

人
々
の
間
に
、
と
り
わ
け
、
従
前
の
所
有
者
側
で
あ
る
修
道
士
た
ち
の
問
に
、
こ
の
制
度
に
対
す
る
不
満
が
燵
り
続
け
て
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
軍

兵
士
の
入
市
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
が
爆
発
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
』
の
成
立
か
ら
、
　
一
五
七
〇
年
代
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
信
仰
問
題
の
諸
惜
勢
を
反
映
し

て
か
、
市
内
で
も
、
比
較
的
、
平
穏
な
時
期
が
続
い
た
。
し
か
し
、
八
二
年
の
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
の
諸
定
住
施
設
創
設
に
向
け
て
積
極
化
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
た
同
修
道
会
士
た
ち
に
よ
る
市
民
の
教
化
、
改
宗
活
動
、
八
三
年
に
は
じ
ま
る
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
採
用
紛
争
の
た
め
に
、
一
五
八
○
年
代
以

降
に
な
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
譲
い
が
、
次
第
に
増
加
し
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
感
情
的
な
展
開
を
辿
る
よ
う

に
な
っ
た
。
聖
ウ
ル
リ
ヒ
教
会
に
関
し
て
も
、
事
情
は
同
様
で
あ
っ
た
。

　
一
五
八
九
年
に
、
施
設
内
の
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ゥ
ス
礼
拝
堂
ω
け
・
じ
d
舞
夢
。
δ
ヨ
習
鴇
ρ
℃
①
一
一
Φ
の
改
装
工
事
で
、
二
信
仰
派
の
見
解
が
対
立
し

た
。
説
教
会
堂
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
に
提
供
し
て
い
た
と
は
い
え
、
十
六
世
紀
後
半
は
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
修
道
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

繁
栄
期
に
あ
た
り
、
当
時
、
施
設
内
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
有
力
市
価
の
寄
進
や
基
金
提
供
に
よ
る
活
発
な
建
築
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
年
に
、
ア
ン
ト
ン
・
フ
ヅ
ガ
ー
が
、
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ゥ
ス
礼
拝
堂
に
多
く
の
常
明
燈
を
寄
進
す
る
こ
と
を
申
し
で
た
。
そ
れ
ら
を
法
内
に
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設
概
す
る
た
め
に
は
、
礼
拝
堂
の
天
井
を
高
く
す
る
改
装
工
事
の
必
要
が
あ
っ
た
が
、
礼
拝
堂
の
す
ぐ
傍
に
は
、
説
教
会
堂
が
あ
り
、
後
者
の

屋
根
が
一
部
分
、
前
者
の
そ
れ
を
覆
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
修
道
院
側
は
説
教
会
堂
の
屋
根
の
改
装
を
含
め
た
工
事
計
画
を
た
て
た
が
、

こ
れ
を
聞
き
つ
け
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
信
徒
代
表
が
、
直
ち
に
、
計
画
撤
回
の
要
求
を
帯
参
事
会
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
修
道

院
長
ケ
プ
リ
ン
は
、
寄
進
者
の
ア
ン
ト
ン
・
フ
ッ
ガ
ー
と
と
も
に
、
市
参
事
会
に
抗
弁
の
文
書
を
送
り
、
一
五
四
八
年
の
協
定
に
よ
れ
ば
、
説

教
会
堂
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
使
用
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
所
有
権
は
修
道
院
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
工
事
施
行
に
何
ら
の
問

題
も
存
在
し
な
い
と
、
主
張
し
た
。
し
か
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
、
そ
の
論
拠
に
対
し
て
、
説
教
会
堂
は
、
一
四
五
七
年
に
、
「
地
域
住

民
〔
の
集
会
決
定
〕
に
従
っ
て
、
ま
た
、
彼
ら
の
寄
金
に
よ
っ
て
」
、
そ
の
聖
具
庫
と
も
ど
も
、
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
も
と
、
地
域
住
民
に
属
す
る
施
設
で
あ
る
と
、
反
論
し
た
。
そ
の
後
の
暫
く
の
経
過
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
五
九
三
年
に
な
っ
て
、
市
参
事

会
の
調
停
が
成
立
し
て
、
改
装
工
事
は
、
市
政
府
雇
用
の
職
人
た
ち
を
用
い
て
、
聖
バ
ル
ト
聖
母
ゥ
ス
礼
拝
堂
に
つ
い
て
は
、
修
道
院
側
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ま
た
、
説
教
会
堂
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
監
督
の
下
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
紛
争
は
、
こ
れ
ま
で
曖
昧
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
た
が
、
二
信
仰
派
の
共
同
使
用
に
と
っ
て
決
定
的
で
も
あ
る
建
物
と
地

所
の
所
有
権
と
い
う
問
題
を
、
表
面
に
引
き
だ
し
て
し
ま
っ
た
。
一
五
八
九
年
以
降
、
施
設
の
各
所
で
、
所
有
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
発
生
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

確
認
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
＝
ハ
〇
二
年
に
は
、
聖
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
礼
拝
堂
の
床
改
装
工
事
を
め
ぐ
っ
て
、
一
六
〇
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て

は
、
こ
れ
も
説
教
会
堂
に
隣
接
す
る
聖
ヤ
コ
ブ
礼
拝
堂
Q
。
¢
智
閑
。
び
浮
腰
Φ
一
δ
の
鳳
廊
に
掲
げ
て
あ
っ
た
聖
ヤ
コ
ブ
の
画
像
の
新
装
を
め
ぐ
っ

⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
、
一
六
〇
四
年
に
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
フ
ッ
ガ
ー
が
建
立
を
願
い
で
た
霊
廟
堂
と
そ
の
祭
壇
の
建
築
を
め
ぐ
っ
て
、
一
六
〇
九
年
に
は
、
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
が
説
教
会
堂
の
外
装
を
改
修
し
た
と
き
に
傷
つ
け
た
玄
関
上
方
に
あ
る
聖
ア
フ
ラ
の
像
の
野
選
を
め
ぐ
っ
て
、
二
四
年
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

聖
ヤ
コ
ブ
礼
拝
堂
内
の
洗
礼
堂
に
通
じ
る
回
廊
の
扉
の
開
閉
を
め
ぐ
っ
て
、
二
五
年
に
は
、
ペ
ス
ト
患
者
を
看
護
す
る
聖
職
者
た
ち
の
宿
舎
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

聖
ヤ
コ
ブ
礼
拝
堂
の
傍
に
新
設
し
よ
う
と
す
る
修
道
院
側
の
計
画
を
め
ぐ
っ
て
、
二
六
年
に
は
、
説
教
会
堂
の
二
階
聖
歌
隊
席
に
通
じ
る
外
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

段
の
更
新
工
事
を
め
ぐ
っ
て
、
二
信
仰
派
の
見
解
が
対
立
し
、
中
傷
や
い
や
が
ら
せ
行
為
が
発
生
し
た
。
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．
し
か
し
、
と
り
わ
け
紛
糾
し
、
長
期
化
し
た
の
は
、
説
教
会
堂
と
修
道
院
側
の
建
物
と
の
聞
に
位
置
す
る
フ
ラ
イ
ト
ホ
フ
坤
巴
9
亀
と
呼

ば
れ
る
中
庭
の
使
用
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
っ
た
。
一
五
九
九
年
六
月
目
日
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
信
徒
代
表
は
、
次
の
よ
う
な
請
願
を
市

参
事
会
に
提
出
し
た
。
修
道
院
長
が
、
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
恥
ず
べ
き
程
々
を
混
じ
え
た
多
く
の
放
浪
の
物
乞
い
人
た
ち
を
、
　
フ
ラ
イ

ト
ホ
フ
に
招
き
い
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
保
護
し
、
扶
養
し
、
そ
し
て
擁
護
し
た
」
の
で
、
彼
ら
は
、
そ
こ
を
住
み
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

所
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
「
遂
に
は
、
そ
こ
は
、
犯
罪
、
放
蕩
、
不
道
徳
、
破
廉
知
、
そ
し
て
漉
神
の
巣
窟
と
化
し
て
し
ま
っ
た
」
、
と
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
、
市
参
事
会
の
回
答
を
待
た
ず
に
、
一
五
二
二
年
の
『
救
貧
規
定
』
≧
ヨ
8
窪
o
a
昌
§
σ
q
に
従
う
と
い
う
名
分
の

下
に
、
信
徒
代
表
の
ラ
ゥ
ギ
ソ
ガ
！
累
舘
。
6
ピ
き
α
Q
貯
σ
q
震
の
指
揮
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
手
で
放
浪
者
た
ち
を
追
い
だ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
修
道
院
側
は
、
中
庭
の
所
有
権
は
修
道
会
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
行
動
は
越
権
行
為
で
あ
る
と
抗
議

し
た
。
し
か
し
、
プ
ρ
テ
ス
タ
ソ
ト
派
も
、
中
庭
と
そ
れ
に
続
く
菜
園
℃
ド
踵
震
ω
σ
q
跨
¢
Φ
旨
は
、
従
来
か
ら
「
市
民
た
ち
の
中
庭
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ま
た
、
神
の
菜
園
で
あ
っ
た
」
と
応
酬
し
た
。

　
翌
一
六
〇
〇
年
八
月
に
な
っ
て
、
市
参
事
会
の
調
停
に
よ
り
、
当
座
の
措
置
と
し
て
、
放
浪
者
た
ち
は
中
庭
か
ら
締
め
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
双
方
に
感
情
的
な
し
こ
り
が
残
こ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
の
九
月
十
九
日
に
は
、
こ
の
中
庭
に
関
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
派
住
民
の
い

や
が
ら
せ
行
為
に
つ
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
か
ら
、
市
参
事
会
に
苦
情
が
持
ち
こ
ま
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ッ
カ
ー
ガ
ッ
セ
通
り
に

住
む
カ
ト
リ
ッ
ク
派
住
民
マ
ル
ガ
レ
ー
ト
・
コ
ー
レ
リ
ン
露
鷲
σ
q
錠
Φ
跨
扇
げ
9
惣
門
⇒
な
る
老
が
、
修
道
院
側
の
同
意
を
得
て
、
「
彼
女
の
新

大
陸
烏
冒
虐
遇
ρ
巳
ω
。
げ
①
。
・
σ
q
臥
ξ
σ
q
①
ご
を
中
庭
で
放
し
飼
い
に
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
「
こ
の
前
の
木
曜
日
に
は
、
福
音
主
義
派
の

教
会
堂
h
一
説
教
会
堂
〕
で
、
夕
刻
の
説
教
が
行
わ
れ
て
い
た
と
き
に
、
〔
中
庭
の
〕
教
会
堂
に
面
し
た
方
薗
に
、
こ
れ
を
追
い
た
て
」
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

説
教
を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
事
件
の
他
に
も
、
一
六
＝
一
年
十
月
に
は
、
中
庭
で
、
二
名
の
捨
て
子
が
発
見
さ
れ
、
彼
ら
の
養
育
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
つ
い
て
、
二
信
仰
派
に
市
参
事
会
を
混
じ
え
た
論
争
が
生
じ
た
。

　
結
局
、
中
庭
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
一
六
一
六
年
四
月
十
九
日
に
成
立
し
た
修
道
院
と
市
参
事
会
と
の
次
の
よ
う
な
協
定
に
よ
っ
て
、
一
段
落
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し
た
。

　
　
　
「
聖
ウ
ル
リ
ヒ
教
会
は
、
そ
の
福
音
主
義
派
の
信
徒
代
表
た
ち
と
と
も
に
、
共
同
の
経
費
負
担
に
よ
っ
て
、
諸
聖
人
礼
拝
堂
と
福
音
主
義
派
の
説
教
会
堂

　
と
の
問
に
、
〔
中
庭
を
閉
め
き
る
〕
壁
つ
き
の
ア
ー
チ
回
廊
と
、
〔
中
庭
に
通
じ
る
〕
門
扉
を
、
建
築
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
説
教
会
堂
側
の
人
々
の
不
便
と
な

　
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
の
門
扉
の
鍵
を
、
両
信
仰
派
で
共
有
す
る
。
即
ち
、
修
道
院
の
寺
男
は
、
聖
ア
ソ
ジ
ェ
リ
ス
の
鐘
に
従
っ
て
、
夜
間
は
、
門
扉
を
閉
じ
、

　
朝
に
な
る
と
、
開
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
市
参
事
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
市
参
事
会
が
任
命
し
、
俸
給
を
支
払
う
人
々
を
雇
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
て
、
教
会
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
ま
た
、
不
道
徳
の
疑
い
の
あ
る
放
浪
人
た
ち
を
収
監
し
、
市
外
追
放
に
処
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」

　
以
上
の
内
容
の
他
に
、
今
後
、
捨
て
子
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
孤
児
養
育
院
で
保
護
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
、

修
道
院
側
は
、
中
庭
に
通
じ
る
門
扉
を
、
一
日
中
、
閉
じ
た
ま
ま
に
し
た
の
で
、
翌
一
七
年
四
月
目
、
市
政
府
の
枢
密
顧
問
会
議
の
指
示
に
従

っ
て
協
定
が
修
正
さ
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
も
、
独
自
に
合
鍵
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
も
、
所
有
権
の
問
題
を

放
置
し
て
い
た
の
で
、
根
本
的
な
解
決
の
た
め
に
は
、
今
暫
く
の
年
月
を
必
要
と
し
た
。

　
そ
の
後
、
一
六
三
一
年
か
ら
四
八
年
ま
で
の
期
間
は
、
三
十
年
戦
争
に
よ
る
単
一
信
仰
派
支
配
が
続
い
た
の
で
、
市
内
の
信
仰
告
白
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
利
害
対
立
と
同
様
に
、
聖
ウ
ル
リ
ヒ
教
会
を
め
ぐ
る
争
い
も
中
断
さ
れ
た
。
三
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
支
配
の
時
期
に

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
説
教
会
堂
か
ら
締
め
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
三
二
年
か
ら
三
五
年
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
墨
派
支
配
の
時
期
に
は
、
彼

ら
は
こ
れ
を
回
復
し
た
。
そ
の
際
、
そ
の
他
の
施
設
は
、
市
占
領
者
の
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
に
忠
誠
誓
約
を
行
っ
た
修
道
士
た
ち
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
た
。
三
五
年
か
ら
四
八
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
支
配
の
時
期
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
、
再
び
、
説
教
会
堂
か
ら
追
放
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
曲
折
を
経
た
後
に
、
戦
争
終
結
の
＝
ハ
四
九
年
に
な
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
、
遂
に
、
説
教
会
堂
と
そ
の
「
あ
ら
ゆ
る
付

属
施
設
」
の
所
有
権
を
確
保
す
る
に
至
る
。

　
以
上
の
経
過
は
、
二
信
仰
派
併
存
体
制
の
下
に
生
活
す
る
人
々
の
、
こ
の
制
度
に
対
す
る
感
情
、
思
惟
、
判
断
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
彼
ら
の

心
性
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
基
本
的
に
墨
取
し
う
る
の
は
、
人
々
が
、
自
ら
の
信
仰
生
活
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
場
所
で
あ
る
は
ず
の
教
会
を
、
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アウグスブルク市の二信仰派併存体制（永田）

双
方
で
三
岡
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
苛
酷
な
条
件
の
下
に
生
活
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
害
対
立
に
際
し
て
、
時
に
、

中
傷
や
い
や
が
ら
せ
行
為
な
ど
の
感
情
表
現
を
露
わ
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
終
始
、
市
参
事
会
を
介
し
て
、
相
互
に
苦
情
を
申
し
い
れ
、

ま
た
、
市
参
事
会
の
裁
定
を
尊
重
す
る
と
い
う
原
則
を
崩
さ
な
か
っ
た
事
実
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
騒
擾
と
な
っ
た
一
五
五
〇
年
の
事
態

は
、
外
来
勢
力
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
軍
兵
士
の
介
在
と
い
う
事
惜
か
ら
し
て
、
全
体
と
し
て
み
れ
ぼ
、
む
し
ろ
例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
近
年
に
お
け
る
宗
教
改
革
史
研
究
の
基
本
的
判
断
の
ひ
と
つ
に
、
中
世
都
市
に

　
は
、
都
市
は
神
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
守
護
さ
れ
る
完
結
し
た
世
界
ロ
「
聖
な
る

　
共
五
体
ω
巴
q
鋒
①
Ω
①
日
鉱
口
ω
o
玉
津
」
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
あ
り
、
そ
れ
が
宗

　
教
改
革
思
想
に
よ
っ
て
活
性
化
ざ
れ
た
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
然
、

　
一
都
宿
一
信
仰
告
白
を
前
提
と
し
て
い
る
。
〈
α
q
ド
罎
。
鮎
δ
き
a
・
簿
（
〉
こ
ω
．
旨
晦
．

　
　
ま
た
、
十
六
世
紀
ド
イ
ツ
の
宗
教
的
寛
容
思
想
は
、
主
と
し
て
、
「
宗
教
平
和

　
論
謬
。
回
雪
」
と
い
わ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
　
エ
ラ
ス
ム
ス
を
は

　
じ
め
と
す
る
人
文
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
唱
道
さ
れ
て
い
た
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク

　
に
も
、
囚
．
唱
①
葺
貯
σ
q
雪
を
筆
頭
と
し
て
、
人
文
主
義
的
教
養
を
備
え
た
人
物
が

　
い
た
が
、
少
な
く
と
も
、
市
政
に
関
し
て
、
宗
教
的
寛
容
の
理
念
が
積
極
的
に
掲

　
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

②
エ
ァ
フ
ル
ト
の
聖
マ
リ
ア
教
会
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
修
道
会
教
会
、
ド
ミ
ニ
ク

　
ス
修
道
会
教
会
、
ビ
ー
ベ
ラ
バ
の
袈
マ
ル
チ
ィ
ソ
教
会
、
ラ
…
フ
ェ
ソ
ス
ブ
ル
ク

　
の
カ
ル
メ
ル
修
道
会
教
会
な
ど
、
二
信
仰
派
が
公
認
さ
れ
て
い
た
都
宿
で
は
、
教

　
会
施
設
の
共
同
使
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
こ
こ
で
論
述
す

　
る
聖
ウ
ル
リ
ヒ
教
会
の
場
合
の
よ
う
に
、
同
一
施
設
内
の
異
な
る
建
物
を
使
用
す

　
る
場
合
が
多
い
が
、
時
刻
を
ず
ら
し
て
同
一
の
建
物
を
共
用
す
る
例
も
あ
る
。
拙

　
稿
「
エ
ア
フ
ル
ト
の
宗
教
改
革
ー
ザ
ク
セ
ン
と
マ
イ
ン
ツ
の
狭
間
に
お
い
て
一
」

　
中
村
、
倉
塚
、
前
掲
書
、
二
〇
九
頁
以
降
を
参
照
。

③
菊
ρ
じ
d
瓢
」
く
、
ω
．
ミ
O
臣

④
　
こ
の
体
制
は
、
連
綿
と
続
い
て
、
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
両
教
会
堂
は
改

　
装
を
う
け
て
い
る
が
、
空
間
的
位
置
関
係
は
、
十
六
世
紀
の
ま
ま
で
あ
る
。
く
σ
q
野

8
響
①
器
び
｝
隠
§
緊
レ
ま
鳳
げ
窪
δ
㊦
伊
ω
．
・
。
頴
』
．
ゆ
一
δ
＄

⑤
こ
の
教
会
・
修
道
院
施
設
は
、
一
五
三
七
年
の
宗
教
改
革
制
度
化
に
よ
り
、
プ

　
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
化
し
、
そ
の
と
き
、
修
道
士
た
ち
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ハ
の
同

　
修
道
会
に
避
難
し
て
い
た
。
今
圓
の
回
復
に
際
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
も

　
こ
の
祝
典
に
列
席
し
た
。
彼
は
、
こ
れ
を
市
内
に
お
け
る
カ
ト
リ
ヅ
ク
派
復
権
の

　
示
威
行
事
に
し
ょ
う
と
し
て
い
た
。
＜
σ
q
ド
夘
ρ
切
島
鳥
押
q
・
・
G
。
8
南
・

⑥
N
溶
ω
9
鱒
。
。
ピ
再
考
未
見
で
あ
る
が
、
原
史
料
は
、
ω
霞
象
舞
。
竃
〈
＞
p
面
。
・
σ
舞
σ
q

　
〔
以
下
、
ω
〉
と
略
記
〕
、
菊
。
皆
ロ
鋒
巴
ρ
男
p
虜
暮
9
。
『
〔
出
様
に
、
菊
図
と
略

　
記
〕
、
累
樽
．
卜
。
b
。
、
8
一
」
H
＼
農
戦
。

⑦
N
ぢ
ω
凸
b
。
ω
ピ
ω
〉
、
潟
押
署
門
．
卜
。
b
。
㍊
9
．
H
H
＼
ミ
〈
．

⑧
菊
ρ
ヒ
d
α
』
く
も
．
ω
O
α
晦
■

⑨
N
界
ω
』
認
・
＜
σ
q
ド
ρ
開
下
主
。
マ
ω
。
三
〇
茸
。
”
ミ
ミ
虹
ミ
簡
寒
薦
ミ
O
戦
き
嵩
帖
§
§

　
§
畦
塗
§
鳩
ミ
ミ
馬
§
跨
ミ
幽
い
郎
9
0
犀
一
ミ
9
し
・
．
お
塗
F
ω
竃
○
。
恥
塗

⑩
”
9
し
⇔
含
H
く
隔
。
。
■
も
。
。
。
。
。
卑

⑪
　
じ
σ
冨
寓
目
や
P
P
O
こ
ω
．
拐
距
．
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
は
、
　
一
五
五
九
年
六
月
の

　
同
会
士
カ
ニ
シ
ウ
ス
の
来
市
以
来
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
鯖
読
の
保
護
の
下
に
、
市

　
内
で
積
極
的
な
活
動
を
進
め
た
。
特
に
、
彼
ら
は
フ
ッ
ガ
ー
家
と
結
び
つ
き
、
そ

　
の
援
助
に
よ
っ
て
、
八
二
年
以
降
に
、
定
住
諸
施
設
を
確
保
し
た
。
七
〇
年
代
以

　
降
、
市
内
で
は
、
彼
ら
の
活
動
を
め
ぐ
っ
て
、
二
信
仰
派
の
間
で
、
非
難
、
中
傷

　
合
戦
が
次
第
に
増
加
し
た
。
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⑫
国
聾
。
菩
毎
自
。
さ
㊤
』
e
ρ
㌧
。
・
諏
籍
中
…
Q
D
9
＜
ρ
9
・
6
◆
ρ
b
」
無
事
ユ

　
リ
ウ
ス
暦
か
ら
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
へ
の
改
訂
で
あ
る
。
ユ
リ
ウ
ス
暦
は
、
十
六
世

　
紀
は
じ
め
の
時
点
で
、
春
分
の
日
が
三
月
十
一
日
置
な
る
な
ど
、
実
際
の
季
節
と

　
大
き
く
ず
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
一
五
八
二
年
に
、
ロ
ー
マ
法
王
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

　
十
三
挺
は
改
暦
を
露
告
し
た
。
し
か
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
、
長
く
、
こ
れ

　
を
拒
否
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
は
、
市
の
近
隣
踊
帯
邦
や
経
済
的
交
流
の
あ

　
る
諸
国
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
を
採
用
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
派
支
配
地
域
が
多
か
っ

　
た
こ
と
も
あ
り
、
一
五
八
三
年
一
月
に
、
市
参
事
会
が
こ
れ
の
採
用
を
決
め
た
。

　
彼
ら
は
、
改
暦
は
信
仰
問
題
で
は
な
く
、
世
俗
的
な
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
、
ル
タ

　
一
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
言
及
ま
で
を
も
援
用
し
て
、
寮
内
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派

　
の
説
得
に
努
め
た
が
、
反
擾
は
続
い
た
。
当
市
の
よ
う
に
、
二
信
柳
派
が
併
存
す

　
る
共
同
体
で
は
、
祝
祭
日
、
屠
殺
な
ど
の
日
常
生
活
の
次
元
に
お
い
て
も
、
多
く

　
の
不
都
合
が
生
じ
た
。

⑬
】
w
お
器
さ
餌
』
．
ρ
ω
。
b
。
。
。
h
■

⑭
N
鮮
ω
』
ω
倉
ω
〉
”
閑
彗
ロ
。
皆
。
ロ
①
ω
毒
①
ω
①
器
旨
匡
〈
〔
以
下
、
国
≦
と
略
記
〕
、

　
Z
触
．
し
σ
卜
a
＼
ω
1
伊

⑮
N
界
。
・
b
ω
蒔
「
ω
鋭
穴
≦
、
写
．
切
悼
＼
Φ
歯

⑯
N
ぢ
。
・
幽
舘
野
。
。
2
囚
≦
℃
累
μ
切
b
。
＼
。
。
’

⑰
　
N
魏
、
。
。
．
b
二
ω
①
剛
畠
”
O
Q
＞
吻
開
ピ
∫
累
鉾
切
Q
Q
＼
一
ω
．
修
道
院
側
の
画
像
新
装
計
画
に

　
醸
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
、
そ
の
承
認
が
、
彼
ら
が
取
り
は
ず
し
て
い
た

　
説
教
会
堂
内
の
聖
人
画
像
の
再
掲
示
に
つ
な
が
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
反
対
し
た
。

　
一
般
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
狸
画
像
を
否
定
す
る
考
え
方
が
強
く
、
宗
教
改

　
革
の
初
期
に
は
、
聖
画
像
破
壊
が
、
彼
ら
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
活
動
の
ひ
と
つ
と
な

　
つ
た
。
＜
σ
q
ド
鼠
O
O
｝
一
Φ
び
葛
．
奪
9
㌧
ω
．
b
。
ω
舜

⑱
N
戸
ω
b
。
。
倉
ω
2
類
ヨ
寄
’
し
σ
卜
。
＼
F

⑲
N
ぢ
。
・
』
ω
メ
こ
の
事
件
は
、
対
立
の
激
化
を
回
避
す
る
た
め
に
、
プ
ロ
テ
ス

　
タ
ソ
ト
派
が
、
自
発
的
に
像
の
修
復
を
行
っ
て
、
落
着
し
た
。

⑳
N
搾
。
。
・
b
。
ω
葭
‘
ω
鋭
凶
芝
陶
窯
β
b
ご
ト
。
こ
①
。

⑳
　
N
同
め
ω
。
b
σ
ω
○
。
、
ω
2
図
≦
”
累
上
田
昏
Ω
＼
H
①
．

＠
　
N
穴
㌧
。
。
・
N
ω
。
。
℃
ω
鋭
園
≦
い
署
5
切
b
。
＼
一
メ
乞
食
や
托
鉢
は
、
中
世
以
来
、
都

　
市
の
社
会
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
都
市
政
府
は
、
こ
の
観
点
か
ら
、
い
わ
ゆ

　
る
『
乞
食
規
定
臨
の
制
定
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
制
限
に
努
め
て
き
た
が
、

　
一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
修
道
会
の
活
動
に
み
ら
れ
る

　
よ
う
に
、
清
貧
生
活
と
貧
者
に
対
す
る
喜
捨
を
肯
定
す
る
考
え
を
も
っ
て
お
り
、

　
こ
れ
ら
の
行
為
に
寛
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
は
、
職
業
召

　
命
思
想
に
連
な
る
そ
の
現
世
内
倫
理
か
ら
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
中
村
、

　
前
掲
書
、
九
頁
以
降
を
参
照
。

⑳
　
こ
の
救
貧
規
定
そ
の
も
の
は
、
宗
教
改
革
思
想
に
基
く
も
の
で
は
な
く
、
中
世

　
後
期
の
都
市
政
府
に
よ
る
乞
食
制
限
の
政
策
に
基
い
た
規
定
で
あ
る
。
中
村
、
前

　
掲
書
、
一
〇
頁
以
降
を
参
照
。

⑳
　
N
囚
”
。
。
●
b
⊃
ω
9

⑳
N
溶
ω
■
卜
。
。
。
伊
。
。
2
鍔
牽
寄
．
し
む
ω
＼
F

⑳
N
ぢ
ω
．
b
。
ω
無
．

⑳
N
唇
ω
』
。
。
①
㌧
o
。
鋭
営
≦
」
寄
」
W
b
。
α
山
ぐ
伊

⑲
　
N
駁
、
ω
．
b
二
G
。
①
■

⑳
　
N
ぢ
9
b
。
ω
①
塗
一
六
三
五
年
か
ら
四
八
年
の
期
間
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

　
派
は
、
自
ら
の
費
用
で
、
教
会
を
ひ
と
つ
建
築
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
資

　
金
難
の
た
め
に
、
彼
ら
は
、
聖
ア
ン
ナ
・
コ
レ
ギ
ウ
ム
の
内
庭
で
礼
拝
を
行
っ
た
。

　
そ
れ
に
は
、
毎
田
曜
日
に
、
一
五
、
○
○
○
人
も
の
信
者
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。

⑳
N
図
、
。
。
．
b
。
ω
。
。
・
但
し
、
修
道
士
た
ち
は
、
聖
ヤ
コ
ブ
礼
拝
堂
で
の
洗
礼
の
際
、

　
及
び
、
年
に
数
日
の
祝
祭
日
に
行
わ
れ
る
特
定
の
業
務
の
た
め
に
、
通
行
を
許
さ

　
れ
る
。
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五
　
信
仰
告
白
を
異
に
す
る
二
者
の
結
婚

アウグスブルク市の二信仰派併存体制（永田）

　
複
数
の
信
仰
告
白
が
存
在
す
る
都
市
共
同
体
の
住
民
生
活
に
関
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
の
興
味
深
い
実
情
を
提
供
し
て
く
れ
る
テ
ー
マ
に
、
信

仰
告
白
を
異
に
す
る
二
者
の
結
婚
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
二
信
仰
派
併
存
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
一
五
四
八
年
か
ら
＝
ハ
三
一
年
ま

で
の
時
期
、
及
び
、
公
的
に
は
単
一
信
仰
容
体
鰯
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
、
二
信
仰
派
が
共
存
し
て
い
た
そ
れ
以
降
、
四
八
年
ま
で
の
時
期

に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
は
、
結
婚
の
成
立
に
は
、
当
事
老
た
ち
が
聖
職
者
の
手
に
よ
る
婚
姻
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
受
け

る
こ
と
が
、
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
中
世
以
来
、
婚
姻
問
題
に
関
す
る
裁
定
は
、
教
会
裁
判
権
と
い
う
法
権

限
の
下
に
、
ロ
ー
マ
教
会
組
織
が
行
っ
て
い
た
が
、
一
方
で
は
、
都
市
で
は
、
市
政
府
が
、
都
市
共
同
体
に
お
け
る
住
民
生
活
の
掌
握
の
た
め

に
、
こ
の
権
限
を
自
ら
の
手
中
に
収
め
る
努
力
を
続
け
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
都
市
住
民
の
信
仰
生
活
を
ロ
ー
マ
教
会
権
力
か
ら
切
り
離
す

こ
と
に
な
る
宗
教
改
革
の
導
入
は
、
都
市
政
府
に
ふ
絶
好
の
機
会
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
影
響
を

う
け
た
宗
教
改
革
を
導
入
し
た
都
帯
で
は
、
そ
の
教
会
理
論
か
ら
容
易
に
演
繹
さ
れ
う
る
都
市
政
府
機
関
と
し
て
の
婚
姻
裁
判
所
を
創
設
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
政
府
が
、
住
民
の
婚
姻
問
題
に
関
す
る
法
的
権
限
を
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
確
保
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
ま
で
の
事
情
は
、

ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
も
同
様
で
あ
っ
た
。
中
世
以
来
、
当
市
の
住
民
の
婚
姻
問
題
を
裁
定
す
る
権
限
を
所
有
し
て
い
た
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク

司
教
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
法
廷
O
財
。
お
①
鼠
。
算
で
あ
っ
た
が
、
　
一
五
三
七
年
の
宗
教
改
革
の
制
度
化
に
伴
い
、
都
市
婚
姻
裁
判
所
が
創
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

さ
れ
、
市
政
府
が
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
そ
の
も
の
を
除
く
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
権
限
を
手
中
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
当
市
で
は
、
一
五
囚
八
年
の
『
復
旧
協
定
』
に
従
っ
て
、
二
信
仰
派
併
存
体
制
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
都
市
婚
姻
裁
判
所
は
廃

　
　
　
　
　
　
　
③

止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
三
十
年
戦
争
の
終
結
ま
で
の
期
間
に
、
婚
姻
問
題
に
関
す
る
法
理
念
上
の
権
限
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
住
民

の
そ
れ
が
司
教
座
聖
堂
参
事
会
法
廷
に
、
そ
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
住
民
の
そ
れ
が
プ
μ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
聖
職
老
麺
℃
鼠
巳
吋
ρ
幹
Φ
嵩
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に
と
、
区
別
さ
れ
て
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
市
政
府
は
、
決
し
て
権
限
を
喪
失
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
都
市
共
同
体
生
活
の

秩
序
維
持
、
あ
る
い
は
都
市
住
民
の
共
同
体
に
対
す
る
義
務
と
い
う
観
点
か
ら
、
婚
姻
に
関
す
る
諸
条
件
の
立
法
化
と
、
そ
れ
に
従
っ
た
婚
姻

閥
題
部
代
表
麟
。
。
げ
器
洋
冨
羅
曾
に
よ
る
結
婚
認
可
制
の
採
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
も
、
こ
の
問
題
の
統
制
に
努
め
た
。
一
五
五
三
年
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
『
治
安
－
執
行
規
定
』
勺
。
富
①
や
q
皇
図
×
ざ
江
。
器
o
H
儀
雪
口
α
q
に
は
、
結
婚
に
際
し
て
は
必
ず
盤
職
者
に
よ
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
受
け
る
こ

と
、
一
定
の
財
産
を
所
有
し
な
い
者
の
結
婚
禁
止
、
当
市
の
市
民
の
娘
と
結
婚
す
る
者
は
、
市
昆
権
を
得
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
市
外
に
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

住
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
八
一
年
十
一
月
の
『
婚
姻
規
定
』
譲
。
。
び
N
Φ
津
。
同
爵
呂
α
q
で
は
、
華
美
に
過
ぎ
る
披
露
宴
の
自

粛
、
四
旬
節
期
聞
中
の
そ
れ
の
禁
止
な
ど
の
新
し
い
項
目
と
並
ん
で
、
結
婚
成
立
の
た
め
の
手
続
き
が
確
定
さ
れ
た
。
即
ち
、
当
事
奢
た
ち
は
、

ま
ず
、
市
政
府
の
婚
姻
問
題
代
表
に
対
し
て
、
自
ら
の
身
分
、
財
産
、
親
族
の
承
認
を
証
明
す
る
こ
と
、
次
に
、
聖
職
者
の
も
と
に
赴
き
、
婚

姻
閥
題
部
代
表
が
発
行
し
た
許
可
証
を
提
示
し
た
上
で
、
婚
姻
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
、
信
仰
告
白
を
異
に
す
る
二
者
の
結
婚
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
う
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
法
制
上
か
ら
い
え

ぼ
、
そ
の
よ
う
な
結
婚
を
直
接
的
に
禁
止
す
る
立
法
措
置
が
と
ら
れ
た
の
は
、
遅
く
、
三
十
年
戦
争
の
さ
な
か
に
、
二
回
厨
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

支
配
の
市
参
事
会
が
成
立
し
た
…
六
三
五
年
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
時
ま
で
の
八
十
余
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
信
仰
告
白
を
異
に
す
る

二
者
の
結
婚
は
、
法
的
に
は
、
拘
束
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
同
じ
信
仰
告
白
の
二
者
の
結
婚
に
な
い
障
害
が
あ
っ
た
と
す
れ
ぼ
、
そ

れ
は
、
結
婚
一
般
に
関
す
る
法
規
定
を
援
用
し
た
市
政
府
側
の
干
渉
、
そ
し
て
、
婚
姻
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
授
与
に
際
す
る
双
方
の
聖
職
者
側
の

異
議
で
あ
っ
た
。

　
一
五
四
八
年
か
ら
一
六
四
八
年
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
市
政
府
の
裁
判
関
係
の
記
録
文
書
を
通
覧
し
た
ヴ
ァ
ル
ム
ブ
ル
ン
に
よ
れ
ば
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
三
十
年
戦
争
の
勃
発
ま
で
は
、
極
め
て
僅
か
し
か
認
め
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
降
の
時
期
に
な
る
と
、
急
増
し

　
　
　
　
　
⑦

て
い
る
と
い
う
。
そ
の
指
摘
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
以
下
に
、
信
仰
告
白
を
異
に
す
る
二
者
の
結
婚
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
直
接
に
禁
止
す
る

法
律
が
な
か
っ
た
一
六
三
五
年
ま
で
の
二
例
、
及
び
、
禁
止
法
令
が
発
布
さ
れ
た
後
の
二
例
を
考
察
す
る
。
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アウグスブルク市の二信仰派併存体制（永田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
一
五
七
五
年
の
事
例
は
、
成
立
し
た
。
ゲ
オ
ル
ク
・
ホ
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
○
①
o
お
出
。
謙
宕
ヰ
曾
な
る
男
は
カ
ト
リ
ッ
ク
派
で
あ
っ
た
が
、

彼
の
最
初
の
妻
と
、
彼
ら
の
聞
に
生
ま
れ
た
九
人
の
子
供
た
ち
は
、
「
常
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
と
、
聖
な
る
福

音
の
教
え
を
告
白
し
、
守
り
続
け
て
い
た
」
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
こ
の
妻
と
離
別
し
た
後
に
、
こ
の
年
に
、
や

は
り
確
信
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
レ
ギ
ナ
・
ヴ
ァ
イ
マ
ー
テ
ィ
ン
夘
Φ
σ
q
営
㊤
≦
魚
ヨ
葺
言
な
る
女
と
再
婚
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

こ
の
件
に
立
会
っ
た
市
政
府
の
婚
姻
問
題
部
代
表
は
、
彼
ら
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
指
導
文
書
を
与
え
た
だ
け
で
、
反
対
は
し
な
か
っ
た
。

　
　
　
「
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
彼
、
ホ
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
は
、
彼
の
〔
再
婚
す
る
〕
妻
レ
ギ
ナ
・
ヴ
ァ
イ
マ
ー
テ
ィ
ソ
、
及
び
、
彼
の
以
前
の
妻
と
の
間
に
生
ま
れ
、

　
今
後
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
テ
ィ
ソ
が
養
育
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
子
供
た
ち
が
、
彼
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
信
仰
し
、
そ
し
て
、
福
音
主
義
派
の
説
教

　
に
出
席
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
妨
害
せ
ず
、
感
化
を
与
え
ず
、
ま
た
、
苦
痛
を
与
え
ず
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
反
対
に
、

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
テ
ィ
ソ
と
子
供
た
ち
は
、
彼
、
ホ
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
が
、
彼
の
信
仰
と
良
心
に
お
い
て
、
主
な
る
神
の
前
に
立
ち
、
盃
福
に
至
る
た
め
の
努
力

　
を
行
う
の
を
妨
害
し
た
り
、
ま
た
、
混
乱
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
は
、
結
婚
に
よ
っ
て
同
暦
生
活
を
行
う
と
き
に
、
友
好

　
的
な
愛
情
と
平
和
の
う
ち
に
、
ま
た
、
全
能
の
神
へ
の
畏
敬
に
お
い
て
、
互
い
に
、
善
良
に
、
儒
頼
を
も
っ
て
暮
さ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
双
方
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
ず
れ
も
、
激
情
や
宗
教
の
ゆ
え
に
、
他
方
と
対
立
し
、
暴
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」

　
彼
ら
が
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ゲ
オ
ル
ク
は
、
こ
の
時

期
に
、
二
度
に
わ
た
っ
て
、
儒
仰
告
白
を
異
に
す
る
結
婚
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
当
時
は
、
そ
れ
に
さ
し
た
る
困
難
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
し
か
し
、
一
六
二
四
年
の
事
例
は
、
市
政
府
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
、
二
信
仰
派
併
存
体
糊
が
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、
イ
エ

ズ
ス
修
道
会
の
定
住
化
、
グ
レ
ゴ
リ
ゥ
ス
暦
採
用
紛
争
を
経
て
、
ま
た
、
三
十
年
戦
争
も
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
市
内
に
は
、

信
仰
告
白
を
め
ぐ
る
緊
張
が
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
プ
ρ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
ハ
ン
ス
・
ブ
レ
ッ
ツ
ェ
ラ
i
頃
ρ
づ
ω
℃
H
o
嘗
Φ
δ
同
は
、
リ
ュ
ッ
ツ
ェ

ン
生
れ
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
女
マ
リ
ア
鼠
鷲
㌶
と
の
結
婚
を
合
法
化
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
腐
心
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
ま
ず
、
プ
ロ
テ
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ス
タ
ン
ト
派
の
教
会
と
な
っ
て
い
た
元
の
洗
足
修
道
会
教
会
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
聖
職
者
の
前
で
結
婚
式
を
行
い
、
そ
の
後
、
引
き
続

い
て
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
礼
拝
に
出
席
し
た
。
次
に
、
彼
ら
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
教
会
に
行
き
、
結
婚
式
を
挙
げ
よ
う
と
し
た
が
、
重
職
者

側
は
、
市
政
府
の
発
行
す
る
結
婚
許
可
証
国
。
。
ぴ
N
巴
δ
N
①
洋
①
一
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
、
市
政
府
側
が
、
こ
れ

の
発
行
に
難
色
を
示
し
た
た
め
に
、
ハ
ン
ス
は
、
市
内
の
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
の
執
り
成
し
の
下
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
こ
の
証
明
書
の
発
行
を
求

め
た
が
、
こ
れ
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
奔
走
の
か
い
あ
っ
て
、
　
ハ
ン
ス
と
マ
リ
ア
は
、
都
市
代
表
の
C
・
ベ
ヒ
ラ
ー
O
訂
奪
。
覧

じ
d
①
。
巨
魯
と
二
名
の
立
会
人
の
前
で
、
二
人
と
も
、
本
心
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
受
け
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
と

こ
ろ
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
、
市
政
府
側
の
更
な
る
事
情
聴
取
の
結
果
、
ハ
ン
ス
の
心
情
に
偽
り
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

リ
ア
も
、
実
は
、
「
自
ら
が
成
長
し
た
環
境
の
信
仰
で
あ
る
ア
ウ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
の
信
徒
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
漏
単
な
る
書
類
上

の
カ
ト
リ
ヅ
ク
派
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
彼
ら
は
市
外
に
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
市
内
の
心
隔
告
白
を

め
ぐ
る
緊
張
に
対
す
る
市
政
府
、
及
び
、
聖
職
者
側
の
配
慮
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

　
一
六
三
五
年
に
成
立
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
派
全
面
支
配
の
市
参
事
会
は
、
信
仰
告
白
を
異
に
す
る
二
者
の
結
婚
を
禁
止
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

結
婚
を
望
む
住
民
は
、
決
し
て
な
く
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
六
三
九
年
の
事
例
で
は
、
特
例
的
に
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
派
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
派
に
改
宗
し
て
い
た
ハ
ン
ス
・
シ
ェ
ス
タ
ー
鵠
帥
義
ω
o
ピ
①
。
。
け
自
は
、
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
デ
ィ
レ
ン
ω
o
σ
伊
藤

詑
き
∪
ぱ
お
昌
な
る
旅
館
経
営
者
の
娘
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
女
と
結
婚
す
る
た
め
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
に
働
き
か
け
て
、
妻

に
な
る
女
と
、
将
来
、
彼
ら
の
間
に
生
ま
れ
る
子
供
た
ち
を
カ
ト
リ
ッ
ク
派
に
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
約
束
の
下
に
、
結
婚
の
特
赦
状
を
得
た
。

更
に
、
彼
は
、
教
会
で
こ
の
結
婚
式
を
行
え
ば
、
双
方
の
信
仰
派
の
市
民
た
ち
の
妨
害
や
中
傷
が
不
可
避
で
あ
る
と
し
て
、
特
別
に
、
自
宅
で

こ
れ
を
行
い
た
い
と
い
う
嘆
願
書
を
、
市
政
府
に
提
出
し
た
。
帯
政
府
側
で
は
、
は
じ
め
、
婚
姻
問
題
部
代
表
が
、
一
六
三
五
年
の
禁
止
法
令

に
従
っ
て
、
こ
の
結
婚
そ
の
も
の
に
反
対
し
た
が
、
結
局
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
の
特
赦
状
を
尊
重
し
て
、
市
参
事
会
が
、
次
の
よ
う
に
承

認
を
行
っ
た
。
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アウグスブルク市の二儒仰派併存体制（永田）

　
「
…
…
彼
〔
ハ
ン
ス
〕
は
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
信
仰
8
夢
。
房
。
冨
お
一
善
§
に
改
宗
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
修
道
会
土
の
許
に
赴
き
、
聖
人
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
墓
碑
の
前
で
、
公
に
、
そ
の
信
仰
を
告
白
し
、
従
っ
て
、
異
端
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
再
び
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
信
徒
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
恵
み
深

き
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
は
、
司
教
の
権
限
を
も
っ
て
、
事
情
を
理
解
し
、
次
の
こ
と
を
承
認
し
た
。
即
ち
、
彼
〔
ハ
ン
ス
〕
と
、
セ
パ
ス
テ
ィ
ア
ソ
・
デ

ィ
レ
ソ
な
る
旅
籠
屋
の
娘
で
、
ル
タ
ー
派
で
あ
る
女
と
の
結
婚
は
、
彼
が
、
彼
と
こ
の
女
と
の
間
の
将
来
の
子
供
た
ち
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
従
っ
て
教

育
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
結
婚
す
る
妻
を
も
、
同
様
に
、
全
力
を
尽
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
派
信
仰
に
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
条
件
の
下
に
、
許
可
さ
れ
る
。

更
に
、
ま
た
、
教
会
で
公
に
結
婚
の
聖
別
を
受
け
る
揚
合
に
危
惧
さ
れ
る
人
々
の
中
傷
を
避
け
る
た
め
に
、
彼
は
、
彼
女
と
と
も
に
、
自
宅
で
そ
れ
を
受
け

　
　
　
　
　
　
⑭

る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
こ
の
結
婚
が
許
可
さ
れ
た
直
接
の
理
由
は
、
自
ら
も
改
宗
者
で
あ
る
ハ
ン
ス
に
よ
る
妻
と
子
供
た
ち
の
改
宗
約
束
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
、
や
は
り
、
違
法
行
為
で
あ
っ
た
。
事
態
に
は
、
当
時
、
市
民
改
宗
活
動
を
展
開
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
に
対
す
る
ハ
ン
ス
の
日
頃
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ら
の
接
触
が
、
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
一
六
四
一
年
の
事
例
で
は
、
当
事
者
た
ち
は
、
市
外
追
放
の
処
分
を
う
け
た
。
こ
の
年
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
男
マ
テ
ィ
ァ
ス
・
ガ
イ
ス
ラ
ー

冒
暮
爵
冨
ω
○
包
2
魯
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
女
バ
ル
バ
ラ
C
d
p
吾
ρ
冨
と
結
婚
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
婚
姻
問
題
部
代
表
た
ち
が

こ
れ
を
違
法
と
し
た
た
め
に
、
二
人
は
、
バ
ル
バ
ラ
の
偽
装
改
宗
に
よ
っ
て
事
態
を
乗
り
き
る
こ
と
を
企
て
た
。
彼
女
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

派
の
信
仰
を
確
信
し
て
い
た
が
、
夫
の
指
導
の
下
に
カ
ト
リ
ッ
ク
派
信
仰
を
学
び
、
そ
の
信
徒
と
し
て
、
夫
と
と
も
に
婚
姻
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト

を
受
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
「
こ
の
よ
う
な
偽
り
の
配
慮
」
は
、
や
が
て
、
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
憤
慨
し
た
カ
ト
リ
ッ

ク
派
支
配
の
市
参
事
会
は
、
当
事
者
た
ち
の
罪
状
告
白
と
情
状
酌
量
の
嘆
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
、
「
計
画
的
で
、
悪
質
な
欺
購
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
悪
意
に
よ
る
乱
用
」
と
し
て
、
彼
ら
の
市
外
追
放
に
処
し
た
。

　
以
上
の
諸
例
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
信
仰
告
白
を
異
に
す
る
二
者
の
結
婚
に
関
す
る
傾
向
を
、
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の
都
市
共
同
体
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
結
婚
は
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
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こ
の
議
題
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
を
行
っ
た
の
は
、
常
に
、
婚
姻
問
題
部
代
表
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
政
府
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル

ク
司
教
も
、
ま
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
聖
職
者
た
ち
も
、
市
政
府
の
処
置
に
異
論
を
唱
え
た
節
は
な
い
。
第
三
に
、
市
政
府
は
、
時
期
が

後
に
移
る
に
従
っ
て
、
態
度
を
硬
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
は
、
こ
の
種
の
結
婚
に
、
比
較
的
、
寛
大
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

聖
職
者
側
も
、
こ
れ
も
時
期
に
よ
る
差
は
あ
れ
、
比
較
的
、
容
易
に
、
サ
ク
ラ
メ
ソ
ド
に
関
す
る
当
事
者
た
ち
の
要
望
を
満
た
し
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
信
仰
岱
白
を
異
に
す
る
二
考
の
結
婚
に
つ
い
て
の
市
政
府
の
記
録
が
、
三
十

年
戦
争
の
勃
発
ま
で
は
僅
少
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
に
増
大
す
る
と
い
う
ヴ
ァ
ル
ム
ブ
ル
ン
の
指
摘
が
、
傍
証
と
な
る
。
即
ち
、
記
録
数
の
増
減

は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
の
増
減
で
は
な
く
、
そ
れ
が
事
件
や
紛
争
と
な
り
う
る
市
内
の
環
境
が
あ
っ
た
か
、
否
か
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
章
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
期
間
に
、
都
市
貴
族
階
層
の
間
に
は
、
双
方
の
信
仰
告
白
の
個
人
を
擁
す
る
家
系
が

少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
当
然
、
信
仰
告
白
を
異
に
す
る
夫
婦
も
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
当
市
で
は
、
少
な
く
と
も
、
三
十
年
戦

争
の
は
じ
ま
る
頃
ま
で
は
、
信
仰
告
白
を
異
に
す
る
二
者
の
結
婚
を
容
認
す
る
市
民
感
情
と
市
政
府
の
姿
勢
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ミ
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爵
§
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ミ
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§
ミ
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手
愚
隷
§
q
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ミ
爵
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畑
§
鱗
Q
α
茸
貯
α
q
①
ロ
一
り
刈
ω
、
F
・
ビ
ュ
ッ
サ
ー
、
森
田
安
一
訳
『
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ
の

　
人
と
神
学
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
○
年
、
～
ニ
ニ
頁
以
降
を
参
照
。
チ
ュ
…
リ

　
ヒ
で
は
、
　
五
二
三
年
の
第
由
國
公
開
討
論
会
を
契
機
に
、
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体

　
と
市
民
共
同
体
を
い
わ
ば
合
一
化
す
る
思
想
に
立
つ
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
指
導
の
下

　
に
、
宗
教
改
輩
が
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
舗
度
化
の
一
環
と
し
て
、
二
五
年
に
、

　
『
婚
姻
問
題
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
裁
き
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
の
配
慮
、
及
び

　
規
定
』
が
網
定
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
司
教
の
裁
判
所
に
代
わ
る
都
市
の
婚
姻
裁
凋

　
所
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
聖
職
潜
と
市
政
府
の
双
方
の
メ
ン
バ
…
か
ら
成
り
、

　
婚
姻
問
題
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
性
的
問
題
も
取
り
扱
っ
た
。

②
ヵ
ρ
ご
ご
篇
」
r
。
・
噛
ω
ω
O
臨
も
穴
α
囲
回
冨
ざ
箪
罫
9
㌧
ω
■
卜
。
。
。
O
勢
。
。
⑦
三
面
σ
Q
㌧
へ
野
象
幽

　
○
‘
の
・
碧
・
一
五
～
二
七
年
九
月
の
『
風
俗
一
治
安
一
規
冠
』
に
従
っ
て
創
設
さ
れ
た
。

　
聖
職
者
一
名
、
市
政
府
の
人
員
一
名
に
、
市
参
事
会
選
出
の
八
名
の
陪
審
員
か
ら

　
成
る
。
基
本
的
に
は
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
婚
姻
裁
判
所
に
倣
う
も
の
で
あ
る
が
、
直

　
接
的
に
は
、
詞
年
五
月
に
、
五
回
厨
の
来
市
を
し
た
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
勧
告
『
ω
o
臨
㍗

　
貯
旨
ヨ
a
霧
く
。
旨
①
①
σ
q
。
延
。
7
け
』
に
基
く
。
結
婚
に
は
、
親
族
や
後
見
人
の
承

　
認
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
離
婚
と
離
婚
者
の
再
婚
は
可
能
で
あ
る
が
、
婚
姻
裁

　
判
所
の
判
定
に
従
う
こ
と
、
腹
帯
毒
Φ
象
臼
霞
げ
。
鍍
ぎ
、
売
春
霞
一
法
。
冨

　
ロ
ρ
話
『
巴
と
そ
の
仲
介
、
性
的
犯
罪
は
、
市
外
追
放
や
死
刑
を
含
め
た
厳
罰
に
処

　
せ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

③
労
ρ
ゆ
P
回
く
も
．
N
O
。
。
■
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④
穴
。
、
露
①
さ
タ
争
P
幹
認
O
や

⑤
　
N
内
㎏
。
噂
．
悼
φ
圃
｛
’
華
美
な
祝
宴
の
例
と
し
て
、
婚
約
と
結
婚
の
そ
れ
に
六
、
二
〇

　
〇
フ
ロ
ー
リ
ン
以
上
を
費
し
た
フ
ッ
ガ
ー
家
の
法
律
顧
問
炉
O
巴
葵
。
臨
鶏
の
場

　
合
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
旬
節
は
、
肉
食
と
屠
殺
の
禁
止
期
間
で

　
あ
る
。
ま
た
、
市
民
の
娘
と
結
婚
す
る
者
は
、
市
民
権
の
証
明
、
親
族
と
後
見
人

　
の
承
諾
、
五
〇
プ
ロ
…
リ
ソ
以
上
の
財
産
所
有
、
向
こ
う
五
年
間
は
、
救
貧
、
施

　
療
団
体
の
世
話
に
な
ら
な
い
審
の
誓
約
を
必
要
と
し
た
。
更
に
、
彼
が
、
外
来
の

　
居
住
民
で
あ
る
場
合
に
は
、
加
え
て
、
以
前
の
居
住
都
濃
で
の
就
業
許
可
証
、
市

　
民
権
の
証
明
、
農
奴
身
分
で
な
い
こ
と
の
証
明
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
市
民
権
の
取

　
得
を
要
求
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
灸
件
を
満
た
す
者
が
、
婚
姻
問
題
部
代
表
の
発
行

　
す
る
許
可
証
を
も
っ
て
、
聖
職
者
の
も
と
に
避
く
。

⑥
N
溶
ω
。
b
。
①
。
。
’

⑦
N
界
ω
幽
卜
。
①
◎
。
h
◆

⑧
N
H
（
℃
ω
．
b
。
Φ
8
当
時
の
婚
姻
問
題
部
代
表
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
U
．
℃
醇
。
H
穿

　
旨
包
δ
『
と
芝
．
ω
畠
霞
霞
、
及
び
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
竃
．
N
o
σ
o
一
の
三

　
名
で
あ
る
。

⑨
N
堺
ω
．
b
。
①
。
。
”
ω
〉
、
国
毒
護
①
密
魯
Φ
ω
竃
霧
Φ
舜
H
。
三
〈
」
〉
揮
峯
。
。
α
㌧
↓
。
臣
H
●

⑩
N
ぢ
ω
◆
舗
P
ω
｝
菊
押
⇔
軽
。
旧
き
霧
㊤
旨
巨
§
σ
q
δ
卜
⊃
雷
．

⑪
彼
女
の
出
自
は
カ
ト
リ
ッ
ク
派
で
あ
っ
た
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
、
幼
い
う
ち

　
か
ら
市
内
の
プ
μ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
環
境
で
暮
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

む

す

び

⑫
N
溶
ω
■
卜
。
①
㊤
．

⑬
　
こ
の
時
期
に
は
、
ブ
β
テ
ス
タ
ソ
ト
派
は
公
認
ざ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
「
異

　
端
冨
㊦
お
・
・
ご
、
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑭
N
営
b
』
刈
O
も
セ
菊
鉱
9
G
。
ω
け
涌
け
㌧
、
．
U
凶
の
℃
①
霧
註
。
器
ω
畠
窪
類
き
ゆ
－
O
名
亭

　
智
鼠
。
ご
Φ
P
悼
9
ご
。
δ
ω
ρ

⑮
＜
σ
q
戸
N
囚
㌧
G
・
■
b
。
お
律
イ
エ
ズ
ス
修
道
会
は
、
フ
ッ
ガ
ー
家
内
の
プ
ロ
テ
ス
タ

　
ン
ト
派
の
人
物
の
改
宗
な
ど
、
個
人
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
を
通
じ
て
、
上
層
の
市
民

　
に
働
き
か
け
る
一
方
で
、
悪
魔
払
い
臼
窪
｛
色
ω
p
器
貯
。
皆
旨
σ
q
、
教
会
巡
礼
牢
P

　
N
。
ω
ω
凶
8
、
祝
典
行
列
囚
話
農
q
q
警
σ
q
霞
、
霊
場
巡
礼
毛
㊤
濠
匹
冨
窪
な
ど
を
盛
ん

　
に
催
し
て
、
民
衆
の
教
化
と
改
宗
に
努
め
て
い
た
。

⑯
N
溶
ω
幽
b
。
①
ρ
ω
2
菊
臥
。
冨
簿
ρ
。
鼻
ω
霞
ρ
。
断
9
魯
興
器
ω
。
。
凸
ω
あ
・
貿
9

⑰
　
N
溶
ω
■
b
。
①
P
一
六
四
一
年
に
な
っ
て
、
彼
ら
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
カ

　
ト
リ
ッ
ク
派
か
ら
離
脱
し
な
い
と
い
う
誓
約
を
行
っ
て
、
特
赦
を
う
け
た
。
ま
た
、

　
一
六
四
四
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
大
工
鵠
巴
蟻
塚
お
讐
6
「
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

　
派
の
女
ω
塁
ρ
轟
昌
p
の
場
合
も
、
同
様
の
経
過
を
辿
っ
た
。
ω
g
ω
p
巳
節
の
改
宗
宣

　
言
の
後
に
、
彼
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
派
に
よ
る
婚
姻
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
授
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
彼
女
は
、
そ
の
後
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
の
礼
拝
に
出
席
し
て
い
た
た

　
め
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
の
要
講
に
基
い
て
、
市
政
府
は
二
名
を
市
外
追
放

　
に
処
し
た
。
＜
σ
Q
一
畠
N
囚
㌔
ω
．
b
。
『
O
．

さ
て
、
ま
と
め
に
は
い
り
た
い
。
課
題
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
二
二
仰
派
併
存
体
制
を
維
持
さ
せ
た
基
本
的
な
諸
条
件
、
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
当
市
が
、
シ
リ
ン
グ
に
よ
る
前
近
代
ド
イ
ツ
史
の
展
望
の
な
か
に
占
め
る
位
置
で
あ
っ
た
。

73　（233）



　
第
三
章
以
降
の
諸
章
に
み
た
よ
う
に
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
住
民
は
、
都
市
共
同
体

の
内
部
に
複
数
の
信
仰
告
自
が
存
在
し
、
更
に
、
そ
れ
が
、
信
仰
派
の
人
口
比
率
か
ら
す
れ
ば
、
不
公
平
な
平
等
的
共
存
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
信
仰
告
白
を
め
ぐ
る
利
害
対
立
に
際
し
て
、
全
体
と
し
て
は
、
慎
重
か
つ
冷
静
な
態
度
を
保
持
し
続
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
傾
向
は
、

市
政
府
に
つ
い
て
も
該
墨
す
る
。
社
会
階
層
的
に
は
、
都
市
貴
族
の
寡
頭
政
支
配
で
あ
っ
た
市
参
事
会
の
構
成
と
政
策
も
、
信
仰
告
白
閥
題
に

関
し
て
は
、
三
十
年
戦
争
期
に
お
け
る
外
来
勢
力
の
強
制
に
よ
る
単
一
信
仰
派
支
配
の
時
期
を
除
い
て
は
、
二
儒
仰
派
の
協
調
体
制
に
基
い
て

い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
で
は
、
当
市
に
、
協
調
的
な
二
信
仰
派
併
存
体
制
を
堅
持
さ
せ
た
要
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
叙
述
の
な
か
で
、
「
宗

教
的
寛
容
の
理
念
と
呼
び
う
る
主
張
や
信
念
に
基
い
た
行
動
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
遂
に
用
い
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
要
因
は
、
や
は
り
、
第

一
章
と
第
二
章
に
み
た
よ
う
な
都
市
外
部
か
ら
の
制
度
的
、
政
治
的
な
強
舗
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
政
府
に
と
っ
て
、
二
信
仰

派
併
存
体
制
は
、
帝
国
法
で
あ
る
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
』
に
よ
っ
て
、
法
制
的
に
、
そ
し
て
、
一
五
四
八
年
の
皇
帝
に
よ
る
直
接

的
な
介
入
に
よ
っ
て
、
実
力
的
に
、
外
部
権
力
か
ら
与
え
ら
れ
た
制
度
で
あ
り
、
市
内
の
意
志
と
は
無
関
係
な
、
ほ
と
ん
ど
、
絶
対
的
な
所
与

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
都
帯
住
民
に
と
っ
て
は
、
そ
の
体
制
は
、
こ
の
二
条
件
に
加
え
て
、
市
政
府
か
ら
も
強
制
さ
れ
た
、
一
層
、
無
条
件
的
な

前
提
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
帯
政
府
は
、
市
の
独
立
と
自
治
を
保
全
す
る
た
め
に
、
万
難
を
排
し
て
、
信
仰
告
白
を
め
ぐ
る
市
内
の
紛
争
の
激

化
を
回
避
す
る
努
力
を
続
け
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
都
市
住
民
は
、
自
ら
の
信
仰
告
白
へ
の
確
信
と
敵
対
派
へ
の
反
感
も
、
こ
の
鰯
度
的
枠

組
の
内
部
に
お
い
て
し
か
発
現
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
、
ほ
と
ん
ど
、
無
意
識
的
に
修
得
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
、
シ
リ
ン
グ
に
よ
る
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
史
へ
の
展
望
の
な
か
で
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
二
信
仰
派
の
併
存
と
い
う
一
見
、
変
則
的
な
体
制
も
、
彼
の
展
望
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
改
革
以
降
、
十
七
世
紀
前
半
ま
で

の
時
代
を
、
「
信
仰
告
白
体
制
化
」
、
あ
る
い
は
、
「
第
二
次
宗
教
改
革
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
る
こ
と
は
、
当
市
に
つ
い
て
も
、
原
則
的
に
可

能
で
あ
る
。
シ
リ
ン
グ
の
時
期
区
分
に
舎
致
す
る
よ
う
に
、
当
市
で
も
、
一
五
七
〇
年
代
ま
で
の
安
定
期
の
後
に
、
八
○
年
代
に
は
い
る
と
、
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イ
エ
ズ
ス
修
道
会
の
活
動
に
刺
激
さ
れ
て
、
住
民
生
活
の
様
々
な
局
面
に
お
い
て
、
信
仰
告
白
に
基
く
結
束
と
、
そ
れ
ら
の
間
で
の
緊
張
が
高

ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
一
六
四
八
年
の
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
』
に
規
定
さ
れ
た
公
職
の
員
数
的
平
等
と
信
仰
告
白

ご
と
の
自
律
的
決
定
権
は
、
都
市
共
同
体
の
運
営
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
と
い
う
二
つ
の
信
仰
告
白
勢
力
の
自
律
的
存
在

を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
点
で
、
「
信
仰
告
白
体
制
化
」
の
ひ
と
つ
の
完
成
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
当
市
で
は
、
都
市
共
同
体
と
し
て
は
、
「
信
仰
告
白
体
制
化
」
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
シ
リ
ン
グ
が
、
主
と
し

て
、
念
頭
に
置
い
て
い
る
領
邦
君
主
権
力
と
は
異
な
り
、
上
述
の
よ
う
に
、
市
政
府
が
、
対
外
的
に
独
立
と
自
治
を
金
う
す
る
に
十
分
な
権
力

を
有
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
二
信
仰
派
併
存
体
制
の
堅
持
に
掘
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
都
市
住
民
と
市
政
府
の
姿

勢
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
固
有
の
条
件
は
、
シ
リ
ン
グ
が
、
三
十
年
戦
争
の
終
結
後
に
、
門
信
仰
告
白
体
制
化
」
の
対
抗
現
象
と
し

て
登
場
し
た
と
す
る
信
仰
告
白
に
固
執
し
な
い
思
想
や
心
性
、
あ
る
い
は
、
一
般
に
、
そ
の
時
期
に
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
た
と
さ
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
、
「
社
会
の
様
々
な
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
か
ら
、
信
仰
告
白
に
基
く
諸
要
素
が
脱
落
し
て
い
っ
た
結
果
に
成
立
す
る
近
代
社
会
の
心
性
」
を
、

早
く
も
、
十
六
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
、
当
市
に
現
出
さ
せ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
本
的
な
要
因
が
、
決
し
て
「
宗

教
的
寛
容
の
理
念
」
の
唱
道
で
は
な
く
、
専
ら
、
政
治
的
諸
条
件
に
拘
束
さ
れ
て
生
れ
た
不
可
避
的
な
生
活
の
術
の
次
元
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

興
味
深
い
。
そ
の
こ
と
は
、
シ
リ
ン
グ
が
示
唆
的
な
表
現
に
留
め
て
い
る
上
述
の
思
想
や
心
性
の
成
立
事
情
と
、
そ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
確

定
す
る
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
山
大
学
助
激
授
　
岡
山
市
津
島
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T｝1［E　ESTABLISHMENT　OF　THE　REGULATIONS
　　　　CONCERNING　TIIE　APPREHENSION　OF
　　　　　　　　　FUGITIVE　SLAVES（督捕則例）

TANii　Toshihito

　　During　the　Shun　chih（順治）era，　fugitive　slaves（逃人）who　escaped

from　the　IManchu　banner　families　caused　so　great　a　political　problem　that

the　Manchus　were　compelled　to　establish　severe　laws，　such　as　the　Code

of　Concealing　Manchus’Fugltive　New　and　O｝d　Slaves（隠匿満州逃亡i新i日

家人律）．On　the　other　hand，　the　Chinese　clarified　the　details　of　the　laws，

enforced　the　observance　of　them　and　succeeded　in　reducing　penalties．　This

resulted　in　the　repeai　of　the　Code　and　the　establishment　of　regulations

concerning　the　apprehension　of　fugitive　slaves．　But　such　revisions　of

the　laws　were　only　those　of　the　standards　to　which　the　Mandarins

referred　when　trying　cases．　The　social　causes　of　the　fugitive　slave　problem

remained　unchecked．

Zusamrnenleben　von　Katholiken

und　Protestanten　in　Augsbur．cr

NAGATA　Ryoichi

　　Die　Mehrheit　von　den　deutschen　Reichsstaaite　£tthrte　in　der　ersten

I＋lalfte　des　16．　Jahrhunderts　die　Reformation　ein．　Allerdings　war　ihre

spatere　Entwickltmg　jeder　Stadt　sehr　verschieden，　wenn　man　sie　immer

bis　zum　Ende　des　dreiBigjaHhrigen　Kriegs　von　1648　durchforschre．　Trotz

ihrer　EinfUhrung　der　Reformation　von　1534　brachte　die　Stadt　Augsburg

seit　1548　das　Zusammenleben　von　Katholiken　und　Protestanten　in　Ord－

nung　ttnd　legte　es　1649　als　nummerische　Paritat　in　der　ganzen　Stadtver－

fassung　vollsttindig　fest．

　　Durch　eine　etwa　ausfUhrliche　Untersuchung　der　politischen　und　reli－

gi6sen　Bedingungen　in　uncl　um　Augsburg　gelangen　wir　zu　den　folgenden

Beurteilungen．　1）　iT））er　entscheidendeste　Faktor，　der　ohne　spitzen　Ausein－

andersetzungen　die　Zusammenlebensverfassung　der　beiden　Konfessionen

in　einer　Stadt　entstehen　lieB．　war　eine　breit　zwischen　den　Stadtbewohner
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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bestehenCie　A（［entalit6．　Sie　hielten　ihre　Verfassung　fUr　die　politisch

unverrneidlich　Gegebenheit，　um　die　stadtische　Autonomie　im　Reich　zu

bewahren．　2）　Kttrzlich　gibt　｝1．　Schilling　zur　deutschen　Geschichte　von

der　Mitte　des　16．　bis　zum　Ende　des　17．　Jahrhunderts，　die　man　bisher

geschichtswissenschaftlich　als　“eine　fade　Periode”　vernachlassigt　hat，

eine　bemerkenswerte　Perspel〈tive　mit　dem　Begriff　der　“　1〈onfessionalisie－

rung”　oder　der　“zweiten　Reformation”．　Die　konfessionellen　Verkalt－

nisse　dieses　Zeitakers　in　Augsburg　stehen　trotz　ihrer　eigenartigen　Ent－

wicl〈lung　auch　mit　seiner　Auffassung　niclit　in　Widerspruch．

RITUAL　BRONZES　eF　THE　EARLY　STAGE

NAMBA　Junko

　　The　purpose　of　this　study　is　to　examine　the　development　of　Chinese

ritual　bronzes　of　the　early　stage　by　considering　the　chronology　of　bronzes

from　the　Er－li－tou（二里頭）and　the　Er－1i－kang（二里崩）periods．　Before

formulating　a　chronology　based　on　clianges　in　vessel　form　and　decorative

style，　varieties　of　shape　and　the　combination　of　friezes　within　one　vessel

type，　which　was　proC　uced　through　tlie　early　periods，　were　carefully

divided．　Examination　of　contemporary　examples　of　each　type　resulted

in　dividing　the　Er－li－tou　period　into　two　sub－periods　and　the　Er－li－1〈ang．

period　into　four　sub－periods．　These　sub－perieds　coincide　with　the　chro－

nological　division　of　pottery　from　the　Er－li－tou　III　period　to　the　later

stage　of　the　upper　Er－li－kang．

　　The　development　of　the　struc加re　of　casting　molds　is　also　considered．

It　can　be　pointed　out　that　several　types　of　bronzes，　which　served　as

ritual　cooking　vessels，　began　to　be　used　rather　than　pottery．　Nowever，

as　casting　techniques　developped　and　decorations　like　the　Tao－tie　（t7ec‘es”’）

design　became　more　and　more　exaggerated，　the　original　function　of　the

bronze　vessels　was　forgotten，　’ ≠獅п@new　types　came　to　be　cast　with　many

variations　arising　in　each．
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